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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

営業収益 

（うち受入手数料） 
（百万円） 

2,356 

(1,257) 

3,324 

(2,449) 

4,702 

(3,151) 

6,350 

(4,698) 

3,514 

(2,154) 

純営業収益 （百万円） 2,324 3,267 4,627 6,269 3,424 

経常利益又は経常損失

(△) 
（百万円） △837 542 1,364 2,732 330 

当期純利益又は当期純

損失(△) 
（百万円） △1,087 312 1,385 1,421 149 

持分法を適用した場合

の投資利益 
（百万円） ― ― ― ― ― 

資本金 （百万円） 2,703 2,703 2,703 5,954 5,954 

発行済株式総数 （株） 4,672,000 4,672,000 4,672,000 63,720 63,720 

純資産額 （百万円） 3,312 3,626 4,895 13,891 13,656 

総資産額 （百万円） 7,912 17,469 22,108 29,556 29,181 

１株当たり純資産額 （円） 709.06 776.27 1,047.91 218,015.72 214,318.05 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間

配当額） 

（円） 
― 

(―) 

25.00 

(―) 

75.00 

(―) 

6,000.00 

(―) 

5,000.00 

(―) 

１株当たり当期純利益

金額又は１株当たり当

期純損失金額（△） 

（円） △232.68 66.85 296.53 29,627.32 2,338.92 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

金額 

（円） ― ― ― 28,617.49 2,279.01 

自己資本（株主資本）

比率 
（％） 41.9 20.8 22.1 47.0 46.8 

自己資本利益率 （％） ― 9.0 32.5 15.1 1.1 

株価収益率 （倍） ― ― ― 14.85 68.84 

配当性向 （％） ― 37.4 25.3 20.3 213.8 

株主資本配当率 （％） ― 3.2 7.2 2.8 2.3 

自己資本規制比率 （％） 258.1 342.4 346.6 1,032.3 1,025.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） ― 951 △1,138 △4,648 △1,872 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） ― 132 320 △208 △213 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） ― ― △116 7,524 △377 

現金及び現金同等物 

の期末残高 
（百万円） ― 3,043 2,107 4,775 2,312 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
198 

(－) 

188 

(－) 

179 

(－) 

195 

(―) 

202 

(―) 



 （注）１．当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は、記載しておりません。 

２．営業収益より金融費用を控除したものを純営業収益として計上しております。 

３．上記の比率は以下の算式により算出しております。 

なお、第44期の自己資本利益率は当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

● 自己資本規制比率は証券取引法第52条第１項の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」（平成13年内

閣府令第23号）の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。 

４．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

５．第47期の１株当たり配当額6,000円には上場記念配当1,000円を含んでおります。 

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、第46期以前に潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。 

７．第44期から第46期までの株価収益率については、当社株式が非上場、非登録でありますので記載しておりま

せん。 

８．平均臨時雇用者数は従業員数の10％未満のため記載しておりません。 

９．消費税及び地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。 

10．第45期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、新日本監査法人の監査を受け

ておりますが、第44期の財務諸表については、監査を受けておりません。 

11．当社は、平成17年８月１日付で株式100株を１株に併合を行っております。 

12．第47期におきまして、平成18年３月６日をもって、当社普通株式の株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュ

ー・マーケット－「ヘラクレス」への上場に伴う公募新株式の発行により、発行済株式数が17,000株増加し

ております。 

13．第48期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月９日）を適用しております。 

● 自己資本(株主資本)比率 ＝ 
純資産合計 

 × 100（％） 
負債 ・ 純資産合計 

● 自己資本利益率 ＝ 
当期純利益 

 × 100（％） 
（前期末純資産合計 ＋ 当期末純資産合計）÷ 2

● 株主資本配当率 ＝  
配当金総額 

 × 100（％） 
純資産合計 



２【沿革】 

年月 沿革 

昭和35年８月 丸起証券株式会社を資本金50,000千円で設立 

昭和35年９月 証券取引法に基づく証券業者としての登録 

昭和35年11月 社団法人大阪証券業協会に加入 

昭和42年８月 阪堺証券株式会社及び中嘉証券株式会社の営業権を譲受 

昭和43年４月 改正証券取引法に基づく証券業の第１号、第２号及び第４号免許を取得 

昭和48年７月 社団法人日本証券業協会に加入 

昭和58年10月 累積投資業務に係る代理業務の兼業承認を取得 

昭和61年７月 大阪証券取引所正会員資格取得 

昭和62年11月 保護預り有価証券を担保として金銭を貸し付ける業務の兼業承認を取得 

昭和62年11月 譲渡性預金の売買及び売買の媒介等の業務の兼業承認を取得 

昭和63年３月 改正証券取引法に基づく証券業の第３号免許を取得 

平成２年７月 金地金の売買、売買の媒介、取次ぎ及び代理並びに保管業務の兼業承認を取得 

平成７年12月 光陽企画株式会社（現、ＫＫエステート株式会社）が発行済株式総数の35.8％、光陽キャピタル株

式会社（現、ＫＹエンタープライズ株式会社）が35.8％、川路耕一が15.0％を取得し、主要株主と

なる 

平成８年３月 丸起証券株式会社から「こうべ証券株式会社」へ商号変更 

平成８年11月 証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の代理業務の兼業承認を取得 

平成10年５月 東京証券取引所正会員資格取得 

平成10年11月 日本投資者保護基金に加入 

平成10年12月 改正証券取引法に基づく証券取引法第28条の証券業の登録 

平成10年12月 改正証券取引法に基づく証券取引法第２条第８項第４号に掲げる業務のうち有価証券の元引受けを

行う業務の認可 

平成14年７月 貸金業の規制等に関する法律第２条第１項に規定する貸金業の開始 

平成15年12月 株式会社名古屋証券取引所ＩＰＯ取引資格取得 

平成16年２月 株式会社日本証券クリアリング機構清算資格取得 

現物清算資格、株券オプション清算資格、国債先物等清算資格、株価指数先物等清算資格の自社清

算資格 

平成16年３月 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第２条第２項に規定する投資顧問業の開始 

平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所取引資格取得 

平成17年６月 こうべ証券株式会社から「ＫＯＢＥ証券株式会社」へ商号変更 

平成18年１月 株式会社名古屋証券取引所総合取引参加者資格取得 

平成18年３月 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に株式を上場 

平成19年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社から「インヴァスト証券株式会社」へ商号変更 

本店所在地を大阪府大阪市から東京都港区に変更 



３【事業の内容】 

 当社は、主たる業務として、有価証券の売買、有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理、有価証券の引受け及び売

出し、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い、その他証券関連業務（他の事業者の経営に関する

相談に応じる業務等証券取引法第34条第１項各号に定める業務、同条第２項及び第４項により届出又は承認を受けた

業務）を営んでおり、「世界のマーケットに新しい風を」という基本コンセプトのもと、「証券のプロ集団」とし

て、お客様の資産運用・ポートフォリオのニーズに合わせ、「旬」で、良質なサービスを平易な言葉で提供してまい

ります。 

「事業系統図」 

４【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

５【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

（注）１．臨時雇用者数は、従業員数の10％未満のため記載しておりません。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

202 37.9 5.1 5,990,265 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績の概況 

当事業年度のわが国経済は、設備投資や個人消費が底堅く推移し、11月には『いざなぎ景気』を超える戦後最長

の景気拡大が実現しました。高水準の企業収益や雇用者所得の緩やかな増加によって持続的な景気拡大が続いてい

ることから、日銀はゼロ金利政策を解除し追加利上げに踏み切りました。 

こうした中、東京株式市場は期初から急落して始まり、６月には日経平均株価が14,000円まで下落しました。量的

緩和の解除後、日銀が急速に当座預金残高を減少させたことから、世界的な流動性の縮小に対する懸念が強まり、

ヘッジファンドを中心にポジション調整が進んだためです。しかし調整一巡後は、米国の利上げ休止や世界経済の

拡大を受けて世界的な株価上昇の流れが加速し、日経平均株価は約７年ぶりに18,000円台を回復しました。ただ年

明け後は、米国の景気減速懸念から再び調整を余儀なくされ、ボックス圏での動きとなりました。 

他方、債券市場は、一年を通じて堅調な相場展開となりました。世界の経済成長が長期化する一方で、各国中央銀

行がインフレをうまくコントロールできているとの見方から、長期金利は安定的に推移しました。またエネルギー

価格の下落を受けて、消費者物価の上昇率も低下し債券市場への資金流入を促し、10年国債利回りは一時1.5％台

まで低下しました。 

 このような状況の下、当社は新規顧客獲得に向けた営業努力を重ねましたが、当事業年度における営業収益は前

事業年度比55.3％の35億14百万円、経常利益は同12.1％の３億30百万円及び当期純利益は同10.5％の１億49百万円

と大幅な減収減益となりました。 

 当事業年度の主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。 

① 受入手数料 

 当事業年度における受入手数料の合計は、21億54百万円（前事業年度比45.9％）となりました。内訳は以下

のとおりであります。 

ａ. 委託手数料 

 当事業年度における東証１日平均出来高は20億61百万株（前事業年度比86.1％）、同売買代金は２兆7,571

億８百万円（同114.7％）となりましたが、当社の受託売買代金は3,424億37百万円（同52.5％）となりまし

た。株式委託手数料収入は18億72百万円（同47.4％）と減少いたしました。また、債券委託手数料等を加えた

委託手数料合計は18億88百万円（同47.6％）となりました。 

ｂ. 引受け・売出し手数料 

 当事業年度における株式発行市場では、公開引受業務の主幹事として㈱ギガプライズの主幹事を務めること

が出来ましたが、引受け・売出し手数料は22百万円（前事業年度比5.1％）となりました。 

ｃ. 募集・売出しの取扱手数料 

 当事業年度における受益証券の募集・売出しの取扱高は66億28百万円（前事業年度比163.4％）となり、受

益証券の取扱手数料は１億60百万円（同169.2％）となりました。その他株券等を加えた募集・売出しの取扱

手数料合計は１億66百万円（同75.5％）となりました。 

ｄ. その他の受入手数料 

 当事業年度における投資信託の代行手数料が中心であるその他の受入手数料は77百万円（前事業年度比

104.0％）となりました。 

② トレーディング損益 

 前事業年度に引き続き外債の販売等に注力しました結果、７億２百万円（前事業年度比68.3％）の利益とな

りました。 



③ 金融収支 

 主として信用取引貸付金の平均残高が前事業年度比141.8％と増加したことなどにより、金融収益３億84百

万円（前事業年度比166.8％）から金融費用89百万円（同110.8％）を差し引いた金融収支は２億94百万円（同

197.3％）となりました。 

④ その他の営業収益 

 主として他の事業の経営に関する相談に応じる業務に対する手数料を計上しており、合計は２億72百万円

（前事業年度比69.3％）となりました。 

⑤ 販売費・一般管理費 

 当事業年度は、東京支店（現本店）の増床により不動産関係費等が増加いたしましたが、経費削減に努めま

した結果、販売費・一般管理費合計は30億97百万円（前事業年度比89.8％）となりました。 

⑥ 特別損益 

 特別利益は役員退職慰労金戻入等により18百万円となりました。一方、特別損失は店舗の増床によるレイア

ウト変更等に伴う除却等の損失41百万円及び機器のリース契約解除損９百万円により合計50百万円となりまし

た。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度末に比べ24億62百万円の減少となり、23億

12百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度における46億48百円の支出から18億72百万円の支出となりま

した。 

 主な内訳は、税引前当期純利益２億98百万円を計上したことによる収入、顧客分別金信託の減少による24億６百

万円の収入がありました一方、預り金26億86百万円及び受入保証金２億79百万円が減少したことによる支出、法人

税等の支払12億56百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による１億66百万円の支出、店舗等の保証

金差入による46百万円の支出等がありましたため、２億13百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額３億77百万円によるものであります。 



２【業務の状況】 

 最近２事業年度における提出会社の業務の状況は、次のとおりであります。 

(1)受入手数料の内訳 

(2)トレーディング損益の内訳 

期別 区分 
株券 債券 受益証券 その他 計 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

第47期 

（平成17年４月～ 

平成18年３月） 

委託手数料 3,952 4 9 ― 3,966 

引受け・売出し手

数料 
435 ― ― ― 435 

募集・売出しの取

扱手数料 
125 0 94 ― 220 

その他の受入手数

料 
33 0 40 ― 74 

計 4,547 4 145 ― 4,698 

第48期 

（平成18年４月～ 

平成19年３月） 

委託手数料 1,872 1 14 ― 1,888 

引受け・売出し手

数料 
22 ― ― ― 22 

募集・売出しの取

扱手数料 
4 0 160 ― 166 

その他の受入手数

料 
21 0 55 ― 77 

計 1,921 2 230 ― 2,154 

区 分 

第47期 第48期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

実現損益 評価損益 計 実現損益 評価損益 計 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

株券等トレーディング

損益 
47 ― 47 3 ― 3 

債券等・その他のトレ

ーディング損益 
981 ― 981 699 ― 699 

債券等トレーディン

グ損益 
981 ― 981 699 ― 699 

その他のトレーディ

ング損益 
― ― ― ― ― ― 

計 1,028 ― 1,028 702 ― 702 



(3) 自己資本規制比率 

（注）上記は証券取引法第52条第１項の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」（平成13年内

閣府令第23号）の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。 

なお、第47期の市場リスク相当額の月末平均額は６百万円、月末最大値は68百万円、取引先リスク相当額の月

末平均額は306百万円、月末最大値は378百万円であり、第48期の市場リスク相当額の月末平均額は２百万円、

月末最大値は14百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は423百万円、月末最大値は472百万円であります。

区分 
第47期 

（平成18年 
３月31日） 

第48期 
（平成19年 
３月31日） 

基本的項目 資本合計 （百万円）（A） 13,505 13,335 

補完的項目 

評価差額金（評価益）等 （百万円） 4 1 

証券取引責任準備金等 （百万円） 62 62 

一般貸倒引当金 （百万円） 5 5 

長期劣後債務 （百万円） ― ― 

短期劣後債務 （百万円） ― ― 

  計 （百万円）（B） 72 70 

控除資産   （百万円）（C) 973 1,145 

控除後自己資本 

(A)+(B)-(C) 
  （百万円）（D） 12,604 12,260 

リスク相当額 

市場リスク相当額 （百万円） 1 0 

取引先リスク相当額 （百万円） 325 408 

基礎的リスク相当額 （百万円） 894 786 

  計 （百万円）（E） 1,220 1,195 

自己資本規制比率      (D)/(E)×100 （％） 1,032.3 1,025.3 



(4) 有価証券の売買等業務の状況 

① 有価証券の売買の状況（証券先物取引等を除く） 

最近２事業年度における有価証券の売買の状況（証券先物取引等を除く）は次のとおりであります。 

イ. 株  券 

ロ. 債  券 

ハ. 受益証券 

ニ. そ の 他 

コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。 

② 証券先物取引等の状況 

最近２事業年度における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。 

イ. 株式に係る取引 

ロ. 債券に係る取引 

該当事項はありません。 

区分 
受託 

（百万円） 
自己 

（百万円） 
合計 

（百万円） 

第47期 

（平成17年４月～平成18年３月） 
652,141 5,306 657,448 

第48期 

（平成18年４月～平成19年３月） 
342,437 4,105 346,543 

区分 
受託 

（百万円） 
自己 

（百万円） 
合計 

（百万円） 

第47期 

（平成17年４月～平成18年３月） 
25,697 67 25,764 

第48期 

（平成18年４月～平成19年３月） 
16,027 179 16,207 

区分 
受託 

（百万円） 
自己 

（百万円） 
合計 

（百万円） 

第47期 

（平成17年４月～平成18年３月） 
6,856 ― 6,856 

第48期 

（平成18年４月～平成19年３月） 
8,983 ― 8,983 

区分 

先物取引 オプション取引 
合計 

（百万円） 受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

第47期 

（平成17年４月～平成18年３月） 
― ― 85,266 ― 85,266 

第48期 

（平成18年４月～平成19年３月） 
― ― 117,933 ― 117,933 



③ 有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱い業務の状況 

最近２事業年度における有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱い業務の状況は、次

のとおりであります。 

イ. 株  券 

ロ. 債  券 

ハ. 受益証券 

ニ. その他 

コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。 

区分 
引受高 

（百万円） 
売出高 

（百万円） 
募集の取扱高
（百万円） 

売出しの 
取扱高 

（百万円） 

私募の取扱高
（百万円） 

第47期 

（平成17年４月～平成18年３月） 
7,408 7,331 ― 3,763 ― 

第48期 

（平成18年４月～平成19年３月） 
360 339 71 64 ― 

期別 種類 
引受高 

（百万円） 
売出高 

（百万円） 
募集の取扱高
（百万円） 

売出しの 
取扱高 

（百万円） 

私募の取扱高
（百万円） 

第47期 

（平成17年４月～ 

平成18年３月） 

国債 ― ― 52 ― ― 

地方債 ― ― ― ― ― 

特殊債 ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― ― 

外国債券 ― 23,613 ― ― ― 

合計 ― 23,613 52 ― ― 

第48期 

（平成18年４月～ 

平成19年３月） 

国債 ― ― 28 ― ― 

地方債 ― ― ― ― ― 

特殊債 ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― 100 

外国債券 ― 15,486 ― ― ― 

合計 ― 15,486 28 ― 100 

区分 
引受高 

（百万円） 
売出高 

（百万円） 
募集の取扱高
（百万円） 

売出しの 
取扱高 

（百万円） 

私募の取扱高
（百万円） 

第47期 

（平成17年４月～平成18年３月） 
― ― 4,056 ― ― 

第48期 

（平成18年４月～平成19年３月） 
― ― 6,628 ― ― 



(5) その他の業務の状況 

最近２事業年度におけるその他の業務の状況は、次のとおりであります。 

① 証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の代理業務 

② 有価証券の貸借及びこれに伴う業務（信用取引に係る顧客への融資及び貸証券業務） 

（注）数量には、証券投資信託受益証券の１口を１株として含めております。 

③ 有価証券の保護預り業務 

（注）受益証券の欄の（ ）には、累積投資業務に係る有価証券を記載しております。 

④ その他の商品の売買の状況 

該当事項はありません。 

区 分 取  扱  高（百万円） 

第47期 

（平成17年４月～平成18年３月） 
4,933 

第48期 

（平成18年４月～平成19年３月） 
2,452 

区 分 

顧客の委託に基づいて行った融
資額とこれにより顧客が買付け
ている証券の数量 

顧客の委託に基づいて行った貸
証券の数量とこれにより顧客が
売付けている代金 

数量（千株） 金額（百万円） 数量（千株） 金額（百万円）

第47期（平成18年３月31日） 16,110 15,334 434 288 

第48期（平成19年３月31日） 14,763 19,763 136 199 

期別 区分 国内有価証券 外国有価証券 

第47期 

（平成18年 

３月31日） 

株券（千株） 187,610 2,093 

債券（百万円） 769 11,270 

受益証券 

単位型（百万円） ― 

791 
追加型 

株式（百万円） 5,864 

債券（百万円） 
(2,564)

2,623 

新株引受権証書（百万円） ― ― 

第48期 

（平成19年 

３月31日） 

株券（千株） 160,748 1,648 

債券（百万円） 576 6,032 

受益証券 

単位型（百万円） ― 

632 
追加型 

株式（百万円） 8,863 

債券（百万円） 
(1,484)

1,522 

新株引受権証書（百万円） ― ― 



３【対処すべき課題】 

 当社は、株式市況に左右されない安定した収益体制を確立することが重要な経営課題であると認識し、ブローカレ

ッジ業務、ＩＰＯ業務を中心としつつ、収益の多様化を図ってまいります。このような状況において、厳正なコンプ

ライアンス体制の維持及び継続的な改善を行い、さらなる社会的信頼を勝ち得る内部管理体制の構築を行います。 

 なお、昨年12月19日付で証券取引等監視委員会より、当社の使用人に係る法令違反の事実及び当社の役員（同12月

20日付退任）に係る外務員の職務に関する著しく不適当な行為の事実が認められた件に基づき、該当者２名に対し個

人勧告を受けました。この個人に対する勧告を受けたことによって、お客様はもとより、株主を始めとする関係者の

皆様に多大なるご迷惑やご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。当社は平素より内部管理体

制の拡充に努めてまいりましたが、今回の勧告を厳粛に受け止め、ご指摘いただいた内容について是正対応を講じる

とともに、さらに充実した内部管理体制の再構築につとめ、再発防止に取り組んでまいります。 

４【事業等のリスク】 

 当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項につ

いて、現在において認識している主要なリスクは以下のようなものがあります。当社はこれらのリスク発生の可能性

を認識したうえで発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、本書開示日現在において当社が判断したものであります。 

1. 証券業について 

(1) 法的規制について 

証券会社には証券市場と投資者を結ぶ仲介者として適正かつ効率的な証券業務が期待されております。証券会

社が適正な営業活動を行うにあたり、行政官庁や証券業協会等は、種々の法令・規則等を制定して、公正な証券

取引や適切な投資勧誘の法的枠組みを示すとともに、検査・監査等によりそれらの遵守状況を確認しておりま

す。 

 主な法令・規則等（概要）は以下のとおりであります。 

①証券取引法（証券取引の登録と業務の認可、有価証券の委託売買業務、有価証券の自己売買業務、有価証

券の元引受業務、有価証券の募集・売出し業務、疑わしい取引の届出等） 

②証券会社の自己資本規制に関する内閣府令（経営の健全性を確保するため自己資本規制比率120％を下回ら

ないことが必要） 

※当社比率は平成18年３月期1032.3％、平成19年３月期1025.3％となっております。 

③証券会社の分別保管に関する内閣府令（顧客資産の分別保管を行う） 

④証券会社の行為規制等に関する内閣府令（証券会社の健全性の準則等に関する省令） 

⑤金融商品の販売等に関する法律（金融商品の勧誘に際し元本割れリスク等のリスク説明の義務） 

⑥金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 

⑦投資者保護基金に関する命令（証券会社の破綻から投資家資産を保護） 

 当社は、証券取引法第28条に基づく証券業の登録及び第29条第１項に基づく業務の認可を受けております。し

かしながら当社行為が、同法第56条及び第56条の２に定める内容に抵触した場合には、登録や認可の取り消し、

業務の全部又は一部の停止などを命じられる可能性があります。そのような場合には、当社の経営成績に悪影響

を及ぼす可能性があります。 



(2) 競合について 

証券業界は、平成10年12月の証券取引法の改正により証券業が免許制から登録制に移行し、特定分野に特化し

た証券会社やネット証券などのディスカウントブローカーの出現など、業務の独自性を競う時代に突入するとと

もに、提供される金融商品も多様化してきております。また規制緩和に伴い、銀行や保険会社などによる証券商

品の取扱いが急拡大しており、証券サービスを巡る競合は同業他社に異業種企業を交えて激しさを増してきてお

ります。 

当社は、お客様の投資ニーズにマッチした金融商品を選択し、ポートフォリオのご提案をしておりますが、今

後の法改正や規制緩和などの影響により、競争環境が激化していく過程において、当社が投資者から選別される

金融サービスを提供できないような場合には、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。 

(3) 株式市況の変動について 

 当社の営業収益は株式売買委託手数料とトレーディング収益が主となっており、営業収益に対する両部門の合

計比率は、平成18年３月期78.4％、平成19年３月期73.3％と高水準に推移しております。従って株式相場の下落

により市場が縮小するような場合には、当社の収益状況に対し大きな影響が予想されます。 

 当社は相場環境に左右されやすい株式売買委託手数料等に依存しない体質の確立をめざして収益の多様化を図

っておりますが、当社のとっている対応以上の市況変動がある場合、当社の財政状態や経営成績が大きく変動す

る可能性があります。 

(4) 手数料率について 

 現在の当社の収益構造は、株式委託売買業務からの収益が大半を占めているため、市況の変動による株式取引

量の減少、委託手数料の引き下げ競争による委託手数料率の低下又は委託手数料の据え置きによる取引シェア低

下などの要因により、収益に与える影響が大きくなる可能性があります。 

2. 当社の概況について 

(1) 経営方針 

①人材の確保及び育成について 

 当社は、「世界のマーケットに新しい風を」という基本コンセプトのもと、「証券のプロの集団」として、

お客様の資産運用・ポートフォリオのニーズにあわせ、「旬」で、良質な商品、良質なサービスを平易な言葉

で提供してまいります。 

 その実現のためには、広範な経済知識とともに高度な証券サービスを提供できる人材の育成並びに経験と実

績があるスタッフが不可欠であります。当社は、平成14年３月期より継続的な新卒採用を行うと同時に、即戦

力となる専門知識を持つ人材を中途採用するなど経営の基盤となる人的資源に係る強化を行ってまいりまし

た。 

 事業を一段と拡大するために今後においても人材の採用と社内研修の充実を図ってまいりますが、必要とさ

れる人材を確保できなかった場合には、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

②成長企業支援について 

 当社は、主幹事証券の立場から、公開予定企業の資本政策や公開企業にふさわしい体制の整備に関する指導

を行うと同時に投資者保護の観点から、当該企業の収益性の見込み、経営の健全性、ディスクロージャーの適

正性などについて問題がないかを十分に審査しております。しかしながら、当社が主幹事を務めた企業におい

て上場後に社会的評価を下げるような事態が生じた場合には、当社の主幹事業務への影響にとどまらず、当社

が注力する引受業務やターゲットとする顧客の拡大に支障をきたすことが予想され、当社の財政状態や経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。 



(2) 業務の状況 

①信用取引について 

 当社は現金や有価証券を担保として受入れ、信用取引を行う顧客へ信用を供与しております。当社は信用取

引口座の開設にあたり、投資の知識・経験など顧客属性を適正に管理し、担保不足が生ずるなどのリスク回避

に努めております。しかしながら市況変動に伴い、信用取引で多額の損失が発生し顧客が決済処理できない場

合や、代用有価証券の担保価値が大幅に低下し追加証拠金を顧客に求めても差入れに応じない場合、当社は貸

付金の一部又は全部を回収できなくなる可能性があります。そのような場合、当社の財政状態や経営成績に悪

影響を与えることが考えられます。 

 また、当社は信用取引に係る資金を一部証券金融会社から借入れております。借入の担保とした有価証券等

が市況変動により担保価値を下落させた場合には担保の追加を求められることがあります。その際の借入など

は当社が独自に行いますが、当社が追加請求に対応できない場合には、顧客に対する信用取引の利用制限につ

ながる可能性があります。そのような場合には、当社の業績、財政状態に影響が生じる可能性があります。 

②引受業務について 

 当社は主幹事案件を含め引受業務を行っておりますが、その募集販売業務において募集額が引受額に未達と

なった場合には当該引受残高は当社の保有有価証券となります。その後の市況変動によっては当該証券に売却

損・評価損が発生し、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③システムについて 

 当社のシステムは想定される安全管理体制を確認したうえで、㈱野村総合研究所の「ＳＴＡＲ-Ⅳ System」

を採用しております。ＳＴＡＲ-Ⅳの障害によりシステムダウンが発生した場合には、コンテンジェンシーサ

イトに切り替えることにより機能を確保することができます。当社はシステムダウンが発生した場合の内部管

理体制の手順を整備しておりますので、適切な対応が可能であると考えております。 

 しかしながら、システム障害などへの対応に遅れなどが発生した場合には、当社への信頼低下にとどまら

ず、損害賠償責任が生じる可能性があり、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を与える可能性がありま

す。 

④資金調達について 

 当社は日々、クリアリング機構、証券金融会社、同業社及び顧客との間において資金の受け払いを行ってお

ります。会計処理は当日中に完了し、現預金残高一覧表と資金繰り予定表をあわせ万全の資金繰り管理を行っ

ております。また、金融機関からの借入枠を合計31億25百万円設定し、手許流動資金とあわせ緊急の支出にも

対応可能な体制を整えております。 

 しかしながら、不測の事務処理ミスや重大な過誤注文の発生又は何らかの事由により当社の信用力が低下す

るなどして、必要資金の調達ができない場合や通常よりも著しく不利な条件での調達となった場合には、当社

の財政状態や経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

(3) 内部管理 

①コンプライアンスについて 

 当社のコンプライアンスの状況を当社自身が検証することにより内部管理体制の整備を図っております。 

 具体的には、法令、日本証券業協会規則、社内規程及びその取扱い要領を網羅した「従業員ハンドブック」

を作成し、従業員のコンプライアンスの認識を高めるとともに、社内研修等の実施を通じてその定着を心がけ

ております。あわせてコンプライアンス部による臨店検査・売買審査等の体制を構築し不正の防止・発見に努

めております。 

 当社は、従業員による公正な業務遂行の徹底を目指しておりますが、それにもかかわらず違法行為が発生す

る可能性は完全に排除できないと考えております。 



②顧客管理について 

 個人情報の漏洩が頻発するなど、消費者の不安が高まっていることを受け、「個人情報の保護に関する法

律」（個人情報保護法）が平成17年４月１日より施行されております。同法は個人情報を取り扱う事業者の遵

守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的

としたものであります。顧客情報が記載されている書類を外部に流出させ不正利用されないように保管するこ

とは、信用を基礎とする証券会社に求められる重要な責務と認識してまいりました。個人情報保護法の施行に

鑑み、当社におきましては、顧客情報等の書類及び法定帳簿の具体的な管理方法や顧客データへのアクセス制

限・使用方法の詳細を社内規程として策定し、個人情報管理の周知徹底を図っております。 

 しかしながら、何らかの要因により当社又は外部委託先から当社保有の顧客情報が外部に漏洩した場合に

は、当社の信用が低下することが考えられ当社の経営成績に悪影響が生じる可能性があります。 

③内部者取引の防止について 

 当社の役職員が引受業務に関する情報に限らず法人関係情報を入手した場合は、内部者取引管理規程の手順

に従い速やかに法人関係情報報告書をコンプライアンス部に提出させ、当該未公開情報に基づいた不正な売買

が発生しないように努めております。また、当社は顧客属性の把握に努めており上場会社の役員等を「内部者

登録対象顧客」としております。当該顧客の自社株式の売買状況につきましては、法人関係情報との関連を注

意して不公正な取引が行われないよう監視しております。 

 しかしながら、当社の役職員並びに顧客に法人関係情報を利用した売買が認められた場合には、当社に対す

る投資者の信頼を失うことが考えられ、当社の財政状態、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 光陽ホールディングスグループとの関係について 

 筆頭株主について 

 当社の筆頭株主である川路耕一氏は、光陽ホールディングス株式会社を中心とした光陽ホールディングスグ

ループの企業経営を行っており、川路耕一氏及び関連企業１社において当事業年度末日現在発行済株式総数の

実質的に55.7％を所有しており、当社株主総会の承認を要する事項（取締役・監査役の選任・解任、配当実

施、合併又はその他の企業結合の承認等）の全てに大きな影響力を持ちます。また同氏は当社の取締役（非常

勤）であり、当社の事業運営に関して一定の影響力を有しております。 

(5）その他 

ストックオプションについて 

 当社はストックオプション制度を採用しております。平成16年６月28日開催の定時株主総会及び平成17年９

月26日開催の臨時株主総会において、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の付与に

関する決議を行い、新株予約権を付与しております。 

 当社のさらなる事業拡大のためには、優秀な人材の確保並びに役職員の士気向上が重要であると考え、イン

センティブの付与として今後におきましても新株予約権の発行を検討してまいります。今後、新株予約権の行

使が促進される場合には当社株式の１株当たり株式価値が希薄化し、市場価格に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

(6）訴訟等について 

 当社は、顧客本位の営業姿勢をとり、コンプライアンスを重視し、お客様との紛争の未然防止に努めており

ますが、何らかの理由によりトラブルが発生した場合は、訴訟等に発展し、万一当社の主張が認められなかっ

た場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

 当社は平成19年６月18日開催の取締役会において、三貴商事株式会社が運営するオンライン事業の一部承継に関し、

「吸収分割契約書」を締結することを決議いたしました。 

 

 詳細につきましては、「第５ 経理の状況、財務諸表等（1）財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のと

おりであります。 

６【研究開発活動】 

   該当事項はありません。 

契約の名称 契約先 契約内容 契約期間 

有価証券等事務委託契約 株式会社だいこう証券ビジ

ネス 

証券保管、元利金等管理他 平成10年１月30日以降１ヵ

年毎年更改 

システム利用契約 株式会社野村総合研究所 ＳＴＡＲシステムの利用 平成10年２月１日以降１ヵ

年毎年更改 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 経営戦略の現状 

 当社は、平成19年４月１日より社名を「インヴァスト証券」といたしました。「世界のマーケットに新しい風

を」という基本コンセプトの下、広くグローバルな金融マーケットの中から選りすぐった商品・サービスをご提供

したい、そんな思いを込めた社名です。社名変更とともに、お客様に接する際のすべての基本となる「行動指針」

を「誠実＝インテグリティ」と致しました。インテグリティ integrity は客観的に誰からみても誠実ということ

で、自分自身で主観的にまじめさを表現するオネスティ honesty よりも重い言葉です。 当社は、金融を業とする

ことの原点は「インテグリティ」にあると考えております。企業の社会的責任やコンプライアンスは当然のことと

して、インテグリティを常に意識して行動いたします。 

 家計が抱える千五百兆円の金融資産を活かし、個人が「貯蓄から投資へ」の流れを加速すれば、日本経済の活力

が増すと言われております。そのために、当社に課されたミッションは以下の三つであると考えております。 

①世の中の変化をキャピタルゲインとして提供すること  

②金融商品の魅力とリスクをわかりやすく説明すること  

③資本市場に送り出せる企業を発掘し育成すること 

(2) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成にあたりまして、有価証券の評価、減価償却資産の償却、貸付金等の貸倒れ及び当該引当金、賞

与・退職金等の会計処理については会計関連諸法規に則り、過去の実績や状況に応じ合理的な基準により見積り、

判断を行っております。当然ながらその処理については、真実性、健全性、継続性を原則としております。 

(3) 財政状態・経営成績の分析 

当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末の295億56百万円より３億74百万円減少し、291億81百万円と

なりました。主な要因は、顧客分別金信託を含む預託金が47億85百万円減少しました一方、信用取引資産が44億６

百万円増加したことによるものであります。負債につきましては、前事業年度末の156億64百万円より１億38百万

円減少し155億25百万円となりました。主な要因は、信用取引負債が44億46百万円増加しました一方、預り金が26

億86百万円、受入保証金２億79百万円及び未払法人税等が12億27百万円等減少したことによるものであります。 

 純資産につきましては、前事業年度末の138億91百万円より２億35百万円減少し、136億56百万円となりました。

主な要因は、配当支払いによる３億82百万円の減少と当期純利益１億49百万円の増加によるものであります。 

① 営業収益 

当事業年度の営業収益は前事業年度比55.3％の35億14百万円となりました。 

営業収益の主なものは、以下のとおりであります。 

ａ．受入手数料 

引き続き信用取引の拡大、新規顧客獲得に向けた営業努力を重ねましたが、株式委託手数料は前事業年度比

47.4％の18億72百万円となりました。また、債券委託手数料等を加えた委託手数料合計は同47.6％の18億88

百万円となりました。引受け・売出し手数料は同5.1％の22百万円、募集・売出しの取扱手数料は同75.5％

の１億66百万円、投資信託の代行手数料が中心であるその他の受入手数料は同104.0％の77百万円となりま

した。 

以上の結果、受入手数料合計は同45.9％の21億54百万円となりました。 

ｂ．トレーディング損益 

主として債券等トレーディングにおきまして、円貨建外債を販売した結果、前事業年度比68.3％の７億２百

万円となりました。 

② 販売費・一般管理費 

当事業年度の販売費・一般管理費は前事業年度比89.8％の30億97百万円となりました。 

主として東京支店（現本店）の増床により不動産関係費は前事業年度より１億43百万円増加いたしましたが、人

件費は同４億38百万円、取引関係費は同50百万円減少したこと等により販売費・一般管理費合計で同３億50百万

円減少いたしました。 



③ 特別損益 

特別利益は役員退職慰労金戻入等により18百万円となり、特別損失は店舗のレイアウト変更等に伴う旧設備の除

却損41百万円を含め合計50百万円となりました。 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

当社における収益は証券市場に係る受入手数料及びトレーディング損益を柱としております。従いまして営業成

績は証券市場の動向に左右される傾向が大変強く、株式・債券相場の好・不調により収益が大きく変動する可能性

があります。証券市場は内外の政治、経済情勢、企業収益、金利、税制等様々な要因によって影響を受けます。ま

た、銀行やその他異業種からの証券業務への参入、委託手数料の低下等厳しい環境に置かれており今後当社の経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当事業年度末における現金及び現金同等物は、23億12百万円（前事業年度末47億75百万円）となり、前事業年度

比24億62百万円減少いたしました。主な要因は、顧客分別金信託の減少による24億６百万円の収入がありました一

方、預り金26億86百万円、受入保証金２億79百万円の減少、法人税等の支払12億56百万円及び配当の支払額３億77

百万円等によるものであります。なお、詳細は「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2）キャッシュ・フロー

の状況」に記載のとおりであります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度において、東京支店（現本店）の建物・器具備品合計104百万円の設備投資を自己資金で行いました。 

２【主要な設備の状況】 

 当社における主要な設備は、以下のとおりであります。 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は器具・備品であります。 

２．賃借物件の場合、帳簿価額は造作費であります。 

３．その他の土地及び建物は、旧神戸支店、旧萩之茶屋営業所及び社宅用マンションであります。 

４．営業店舗の賃借物件については、240百万円の長期差入保証金を差し入れております。 

５．リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

  平成19年３月31日現在

店舗名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（人） 

摘要 
建物 

土地 
（面積 ㎡）

その他 合計 

本店（現大阪支店） 

（大阪市北区） 

本社機能 

営業設備 
10 ― 7 18 35 賃借 

東京支店（現本店） 

（東京都港区） 

統括業務 

営業設備 
111 ― 43 155 145 賃借 

神戸支店 

（神戸市中央区） 
営業設備 10 ― 4 15 22 賃借 

その他   19 
17 

(39.9) 
0 36 0 

保有 

（注３） 

合計   151 
17 

(39.9) 
56 225 202 ― 

名称 台数 リース期間 年間リース料 リース契約残高 摘要 

複合機 24台 ５年 ４百万円 ９百万円 リース契約 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。 

 なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。 

(1）重要な設備の新設等 

 （注） １．オンライン事業によるものであります。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

店舗名 
（所在地） 

設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法 

着手及び完了予定年月 

総額 
（百万円） 

既支払額 
（百万円） 

着手 完了 

東京支店（現本店） 

（東京都港区）  

営業設備 

造作 
185 ― 自己資金 平成19年４月 平成19年６月

東京支店（現本店） 

（東京都港区） 

（注１) 

器具備品 

（ハードウェア） 

255 23 自己資金 平成19年３月 平成19年９月

宝塚プラザ 

（兵庫県宝塚市） 

営業設備 

造作 
48 ― 自己資金 平成19年４月 平成19年６月

東京支店（現本店） 

（東京都港区） 

（注１） 

ソフトウェア 
686 11 自己資金 平成19年３月 平成19年９月



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使（旧

商法に基づき発行されたストックオプション）により発行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 250,000 

計 250,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成19年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年６月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 63,720 63,720 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
― 

計 63,720 63,720 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （平成16年６月28日開催の定時株主総会決議及び平成17年６月22日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権

の発行） 

 （注）１．新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ次の算式

により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社がこの行使価額を下回る払込金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場

合を除く。）を行うときは、次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。 

２．平成17年６月28日開催の定時株主総会決議により、平成17年８月１日付で100株を１株とする株式併合を行

っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

３．平成19年５月31日現在退職等により65名が権利喪失となっております。 

 
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数 (個) 857 790 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同  左 

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 857 790 

新株予約権の行使時の払込金額 (円) 54,400 同  左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年６月23日 

至 平成24年６月22日 
同  左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入

額 (円) 

発行価格  54,400 

資本組入額 27,200 
同  左 

新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行使はでき

ないものとする。 

②新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者及びその者

から相続によって新株予約権を

取得した者において、これを行

使することを要する。 

③新株予約権は、当社の取締役、

監査役、顧問、嘱託社員、従業

員の地位にある者において行う

ことを要する。ただし、取締役

会で承認された者及び権利承継

者についてはこの限りでない。 

同  左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 同  左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― ― 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



 （平成17年９月26日開催の臨時株主総会決議及び平成17年12月28日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権

の発行） 

 （注）１．新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ次の算式

により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社がこの行使価額を下回る払込金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場

合を除く。）を行うときは、次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。 

２．平成19年５月31日現在退職等により２名が権利喪失となっております。 

 
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数 (個) 55 55 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同  左 

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 55 55 

新株予約権の行使時の払込金額 (円) 137,000 同  左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年12月29日 

至 平成24年12月28日 
同  左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入

額 (円) 

発行価格  137,000 

資本組入額  68,500 
同  左 

新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行使はでき

ないものとする。 

②新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者及びその者

から相続によって新株予約権を

取得した者において、これを行

使することを要する。 

③新株予約権は、当社の取締役、

監査役、顧問、嘱託社員、従業

員の地位にある者において行う

ことを要する。ただし、取締役

会で承認された者及び権利承継

者についてはこの限りでない。 

同  左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 同  左 

代用払込みに関する事項 ― ―  

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― ― 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．株式併合（100株を１株）によるものであります。 

２．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

１株の発行価格        500,000円 

１株の引受価額        466,000円 

１株の発行価額        382,500円 

上記のうち資本組入額     191,250円 

上記のうち資本準備金積立額  274,750円 

払込金総額         7,922百万円 

(5）【所有者別状況】 

（注） 「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が15株含まれております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数（株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年８月１日 

（注）１． 
△4,625,280 46,720 ― 2,703 ― 386 

平成18年３月５日 

（注）２． 
17,000 63,720 3,251 5,954 4,670 5,056 

  平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 

（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 

個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数 

（人） 
― 7 12 127 8 5 6,664 6,823 ― 

所有株式数

（株） 
― 2,748 387 5,876 241 6 54,462 63,720 ― 

所有株式数の

割合（％） 
― 4.31 0.61 9.22 0.38 0.01 85.47 100.00 ― 



(6）【大株主の状況】 

 （注）１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

    ２．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株数1,355株及び資産管理サービス信託銀行株式会

社の所有株数510株は、信託業務に係るものであります。 

(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注） 「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数15個が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

川路 耕一 東京都港区 31,023 48.68 

ＫＹエンタープライズ株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目21番２号 4,438 6.96 

川路 洋子 東京都港区 2,000 3.13 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,355 2.12 

川路 猛 東京都目黒区 1,051 1.64 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 741 1.16 

豊田 直邦 東京都世田谷区 670 1.05 

王 厚龍 大阪市中央区 585 0.91 

資産管理サービス信託銀行 

株式会社 
東京都中央区晴海一丁目８番12号 510 0.80 

株式会社ベルテクノ 愛知県一宮市開明字郷中45番地 450 0.70 

計 ― 42,823 67.20 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  63,720 63,720 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 63,720 ― ― 

総株主の議決権 ― 63,720 ― 

  平成19年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （平成16年６月28日定時株主総会決議に基づく平成17年６月22日取締役会決議） 

 （注）１．新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ次の算式

により調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 

また、当社がこの行使価額を下回る払込金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場

合を除く。）を行うときは、次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。 

２．取締役及び従業員の付与対象者のうち平成19年５月31日現在65名が退職等により権利を喪失しております。

決議年月日 
平成16年６月28日定時株主総会 

及び平成17年６月22日取締役会 

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役４名、監査役３名、従業員176名（注）２． 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



 （平成17年９月26日臨時株主総会決議に基づく平成17年12月28日取締役会決議） 

 （注）１．新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ次の算式

により調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 

また、当社がこの行使価額を下回る払込金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場

合を除く。）を行うときは、次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。 

２．取締役及び従業員の付与対象者のうち平成19年５月31日現在２名が退職等により権利を喪失しております。

決議年月日 
平成17年９月26日臨時株主総会 

及び平成17年12月28日取締役会 

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役１名、従業員４名 （注２） 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 該当事項はありません。 



３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策のひとつとして認識し、安定的な配当の継続を前提としつつ、業

績に応じた適切な利益還元を行うこととし、期末配当について剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。 

 また、取締役会の決議により９月30日を基準として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。この

剰余金の中間配当の決定機関は取締役会であります。 

 併せて、内部留保の充実による企業体質の強化を図り、収益性のある事業への有効投資による企業価値の増大を目

指すことで、株主の皆様のご期待に応える努力を行ってまいります。 

 当期の配当につきましては、当社の利益配分に関する基本方針及び配当政策の継続性を重視し、１株当たり5,000

円の配当を実施することを決定しました。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

なお、平成18年３月６日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 

平成19年６月28日 

定時株主総会決議 
318 5,000 

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） － － － 533,000 489,000 

最低（円） － － － 415,000 143,000 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 216,000 195,000 178,000 189,000 189,000 175,000 

最低（円） 165,000 146,000 143,000 148,000 154,000 156,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

取締役社長 代表取締役 石井 秀明 昭和24年１月１日生

昭和 46年 ４月 野村證券株式会社入社 

(注)３ 1 

平成 ２年 ６月 同社取締役 

平成 ４年 ６月 野村證券投資信託委託株式会社（現

野村アセットマネジメント株式会

社）常務取締役 

平成 10年 ６月 コスモ証券株式会社顧問 

同社代表取締役専務 

平成 13年 ６月 同社代表取締役副社長 

平成 15年 ６月 野村土地建物株式会社顧問 

平成 17年 ３月 光陽ホールディングス株式会社専務

取締役 

三貴商事株式会社専務取締役 

光陽ビジネスサービス株式会社代表

取締役社長 

平成 19年 １月 当社顧問 

平成 19年 ２月 代表取締役社長就任（現任） 

取締役副社長 代表取締役 長坂 一可 昭和22年６月30日生

昭和 46年 ４月 大和證券投資信託販売株式会社入社 

(注)４ ― 

平成 10年 ６月 ユニバーサル証券株式会社（現三菱

ＵＦＪ証券株式会社）取締役管理本

部副本部長兼業務部長 

平成 11年 ６月 同社常務取締役経営企画部担当兼管

理本部長 

平成 12年 ４月 つばさ証券株式会社（現三菱ＵＦＪ

証券株式会社）常務取締役経営管理

本部長 

平成 13年 ４月 同社専務取締役経営管理本部長 

平成 14年 ４月 同社専務取締役コンプライアンス本

部長兼経営管理本部長 

平成 14年 ６月 同社取締役専務執行役員コンプライ

アンス本部長兼内部監査部担当 

平成 15年 10月 同社取締役専務執行役員コンプライ

アンス本部長 

平成 16年 ６月 ＵＦＪつばさビジネスサービス株式

会社（現ＭＵＳビジネスサービス株

式会社）取締役社長 

平成 19年 ４月 当社副社長執行役員 

平成 19年 ６月 代表取締役副社長就任（現任） 

専務取締役 

代表取締役 

商品本部長 

兼引受本部長 

兼総合企画部

担当 

黒鳥  浩 昭和27年11月21日生

昭和 51年 ４月 野村證券株式会社入社 

(注)３ ― 

昭和 63年 12月 野村インターナショナル（野村證券

ロンドン現地法人）債券営業部長 

平成 ５年 ５月 野村バンク・スイス（野村證券スイ

ス現地法人）社長兼株式会社野村総

合研究所スイス現地法人取締役 

平成 11年 12月 株式会社上田ファイナンシャル・エ

ンジニアリング常務取締役 

平成 13年 ６月 薬配株式会社代表取締役最高執行責

任者 

平成 17年 ３月 FROMEAST証券株式会社取締役（非常

勤） 

平成 17年 ９月 同社取締役副社長 

平成 18年 10月 光陽ホールディングス株式会社上席

執行役員 

平成 19年 １月 当社専務執行役員就任 

平成 19年 ２月 代表取締役専務取締役就任（現任） 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

（株） 

常務取締役 

商品本部 

副本部長 

兼引受本部 

副本部長 

兼総合企画 

部長 

川路  猛 昭和49年12月３日生

平成 ７年 １月 三貴商事株式会社入社 

(注)３ 1,051 

平成 10年 ４月 光陽キャピタル株式会社（現ＫＹエ

ンタープライズ株式会社）取締役

（非常勤）（現任） 

平成 10年 10月 Refco Overseas Ltd.入社 

平成 11年 ５月 こうべ証券株式会社（現インヴァス

ト証券株式会社）出向 

平成 12年 ４月 当社入社 

平成 17年 ６月 KKエステート株式会社取締役（非常

勤）（現任） 

平成 17年 ２月 当社執行役員 

平成 19年 ２月 常務取締役就任（現任） 

取締役 

 営業本部長 

兼大阪支店長 

兼資産アドバ

イザー室長 

浅田  猛 昭和24年11月28日生

昭和 49年 ４月 大阪屋證券株式会社（現コスモ証券

株式会社）入社 

(注)３ ― 

平成 ９年 ３月 同社札幌支店長 

平成 13年 ６月 同社執行役員リテール部門担当 

平成 15年 ５月 同社執行役員コンプライアンス担当 

平成 15年 ６月 同社コーポレートアドバイザー 

平成 16年 ６月 同社理事経営職監査部 

平成 18年 10月 三貴商事株式会社ファンドマーケテ

ィング部副本部長 

平成 19年 １月 当社上席執行役員 

平成 19年 ２月 取締役就任（現任） 

取締役 

（非常勤） 
  川路 耕一 昭和20年11月9日生 

昭和 61年 ６月 光陽企画株式会社（現ＫＫエステー

ト株式会社）代表取締役社長（現

任） 

(注)４ 31,023 

平成 ５年 ３月 三貴商事株式会社代表取締役（現

任） 

平成 ８年 １月 当社取締役就任（現任） 

平成 ８年 ５月 東京工業品取引所理事（現任） 

平成 11年 ７月 ＴＯＫＹＯ企業情報株式会社取締役

就任（現任） 

平成 11年 10月 リバーヘッド光陽株式会社取締役就

任（現任） 

平成 12年 ９月 財団法人アジア刑政財団理事（現

任） 

平成 13年 ２月 光陽グループ本社株式会社（現光陽

ホールディングス株式会社）代表取

締役社長 

平成 13年 ３月 ミリオン貿易株式会社（現光陽ファ

イナンシャルトレード株式会社）取

締役会長（現任） 

平成 13年 ６月 株式会社ティーマック・リバーサー

チ（現株式会社ティーマック・コン

サルティング）取締役 

光陽ファーストインターナショナル

株式会社取締役 

平成 14年 ６月 光陽総研株式会社（現光陽ビジネス

サービス株式会社）取締役 

平成 16年 ６月 光陽不動産株式会社取締役（現任） 

平成 17年 ４月 光陽ホールディングス株式会社代表

取締役会長（現任） 

平成 19年 １月 光陽ビジネスサービス株式会社代表

取締役社長（現任） 

取締役 

（非常勤） 
  岩田 拓朗 昭和33年4月14日生 

平成 ４年 ４月 児玉・齋藤法律事務所入所 

(注)３ ― 

平成 12年 10月 岩田法律事務所開設所長 

平成 13年 ２月 第一東京弁護士会広報・調査室嘱託 

平成 15年 ３月 半蔵門総合法律事務所設立（現任） 

平成 19年 １月 当社顧問 

平成 19年 ２月 取締役就任（現任） 

 



 （注） １．取締役岩田拓朗は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

     ２．監査役淡輪敬三及び安藤まことは、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

     ３．平成19年２月28日開催の臨時株主総会の終結の時から平成20年３月期定時株主総会 

４．平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

５．平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

６．常務取締役川路猛は取締役川路耕一の長男であります。 

     ７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監

査役１名を選任しております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

常勤監査役   山田  稔 昭和21年７月23日生

昭和 45年 ４月 山一證券株式会社入社 

(注)５ ― 

昭和 62年 ９月 山一スイス銀行ジュネーブ支店長 

平成 ３年 ２月 山一スイス銀行社長 

平成 ５年 ２月 山一インターナショナル（ヨーロッ

パ）副社長 

平成 ５年 10月 山一マーチャントバンク（シンガポ

ール）社長 

平成 ９年 ６月 山一證券株式会社取締役アジアオセ

アニア担当 

平成 11年 ７月 コアパシフィック山一証券株式会社

（現アルバース証券株式会社）社長 

平成 15年 ３月 ナスステンレス株式会社（現ナスラ

ック株式会社）常勤監査役 

平成 17年 ７月 荒井商事株式会社顧問 

平成 19年 ２月 株式会社ティーズフューチャー社外

監査役（現任） 

平成 19年 ６月 当社顧問 

当社常勤監査役就任（現任） 

監査役   淡輪 敬三 昭和27年９月19日生

昭和 53年 ４月 日本鋼管株式会社（現ＪＦＥホール

ディングス株式会社）入社 

(注)５ ― 

昭和 62年 ７月 マッキンゼーアンドカンパニー東京

オフィス入社 

平成 ９年 ７月 ワトソンワイアット株式会社代表取

締役社長（現任） 

平成 14年 ６月 アポプラスステーション株式会社 

社外取締役（現任） 

平成 19年 ２月 株式会社キトー社外取締役（現任） 

平成 19年 ６月 当社監査役就任（現任） 

監査役   安藤まこと 昭和34年10月８日生

昭和 59年 10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所

（現監査法人トーマツ）入所 

(注)５ ― 

昭和 63年 １月 KPMG Peat Marwick New York Office

入所 

平成 ３年 ４月 櫻井会計事務所入所 

平成 ６年 ３月 警視庁入庁 

平成 14年 ４月 安藤税務会計事務所入所（現任） 

平成 14年 ４月 安藤公認会計士共同事務所入所（現

任） 

平成 15年 ２月 響コンサルティング有限会社取締役

社長（現任） 

平成 19年 ６月 当社監査役就任 （現任） 

計 10名 32,075 



       補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

敷田 稔 昭和7年2月13日生 

平成 5年 7月 名古屋高検検事長 

― 

平成 7年 2月 退官 

財団法人アジア刑政財団理事長（現任） 

平成 7年 3月 弁護士登録 

平成 8年 9月 国際検察官協会副会長 (現任) 

平成 11年12月 当社監査役就任 

平成 12年 6月 ダイコク電機株式会社監査役 (現任) 

平成 13年 6月 株式会社熊谷組監査役 (現任) 

平成 18年 6月 当社監査役辞任 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

 環境の変化の激しい金融業界において、素早く的確に意思決定がなされることが、安定した成績を目指す当社の経

営において、必要不可欠なことと考えております。 

 当社では、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するように諸制度を整備し、透明性のある公正な経営が行われ

るように体制を整えております。また、全ての利害関係者を視野にいれ、役職員が常に高い倫理観を持ち、誠実かつ

公正に行うことが必要不可欠であると考えております。 

（会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況） 

(1) 当社の機関の内容 

① 会社の機関の内容 

イ．社外取締役、社外監査役の選任状況 

 当社は監査役制度採用会社であり、監査役会（監査役３名のうち２名が会社法第２条第16号に定める社外

監査役）は取締役の職務執行状況について厳正な監査を行っております。当社の社外監査役淡輪敬三氏は他

業界、安藤まこと氏は公認会計士として高い見識を有しており、人的関係、資本的関係及び取引関係はあり

ません。当社と社外監査役との間に特別な利害関係はありません。 

 社外取締役岩田拓朗氏は弁護士であるため、必要に応じて相談を行い意見交換等も行っております。当社

と社外取締役との間に特別な利害関係はありません。 

ロ．会社の機関の内容 

取締役会    経営上の意思決定機関として、原則月１回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開

催することとしております。法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関する

事項を決議し、業務執行状況を監督いたします。現在の取締役は７名で監査役も毎回出席

しております。 

取締役社長   最高経営責任者として取締役会の議事運営に当たるとともに、当社全般の業務執行を統轄

しております。 

経営会議    社外取締役を除く取締役で構成され、経営計画、予算、その他経営全般に関する基本方針

等の協議を行っております。原則として毎週１回開催し、監査役も毎回出席しておりま

す。 

監査役     取締役会及び経営会議等、重要な会議への出席、重要な書類の閲覧により取締役会の意思

決定の過程及び取締役会の業務執行状況を監査いたします。また、内部監査部門や会計監

査人との連携により監査役監査制度を一層充実させるとともに、コンプライアンスや業務

管理体制等の状況についてのモニタリングを行い、取締役会に報告・意見具申することに

より経営監督機能の強化を図っております。 

監査役会    監査役会規程に基づき、法令、諸規則、定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに各

監査役の報告に基づき監査意見を形成いたします。 



② 当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は以下のとおりであります。 

 コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主に対し、経営の透明性を一層高めるた

めに社外監査役を招聘し、取締役会並びに監査役会機能の強化を図り、企業としての社会的責任を果たすため、

外部からのチェックが可能な体制としております。 

③ 各種委員会の概要 

 当社は、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムに沿った業務運営の確認及び金融

庁が定める証券検査マニュアルにおける法令等遵守態勢の確認を目的として、「コンプライアンス委員会」を設

置し、是正に関する事項について、取締役会に提言することとしております。 

 また、市場の公共性を十分認識し、証券取引法その他の法令並びに日本証券業協会、証券取引所及び当社が定

める「有価証券の引受け等に関する規程」等、社内諸規則等を遵守して、適正に運営されるために「引受委員

会」を設置し、引受委員会における審議内容及び決議事項は速やかに経営会議に報告しております。 

 販売商品については、内部管理統括責任者及び営業統括責任者、コンプライアンス部並びに商品部を中心に構

成される「商品委員会」によって、販売商品の適正性について協議・検討を行い、商品委員会の決定事項につい

ては、取締役会又は経営会議の承認を得ることとしております。 

 その他、証券取引法及びその他関係法令に違反する行為、日本証券業協会が定める公正慣習規則に掲げられて

いる行為等を行った者に対して、就業規則に定める懲戒の取扱規則及び懲戒委員会における懲戒規程の運用基準

に沿って「懲戒委員会」が処分の量定を決定いたします。懲戒委員会には顧問弁護士をオブザーバーとして迎え

ることにより、恣意的な運用がなされることのない体制としております。 

④ 内部統制システムの整備の状況 

 当社の内部統制については、全役職員が証券取引法等に定められた法令諸規則等を遵守するとともに、日本証

券業協会の「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に基づき、内部管理を統括する「内部管理統括責任者」

を定める他、各営業単位毎に「営業責任者」及び「内部管理責任者」を設置し、投資勧誘等の営業活動、顧客管

理等が適正に行われるように内部管理体制の整備に努めております。また、監査部による社内検査、監査役及び

会計監査人と連携した内部監査等を実施しております。 

 内部監査については監査部が所管しており、内部監査のうち臨店検査、営業考査等につきましては日本クリア

リングサービス㈱と監査関連業務委託契約を締結し、外部機関による監査を実施しております。 

 また、取締役又は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、下記の通

り内部統制システムを整備しております。 



イ．取締役の職務執行の法令及び定款への適合性を確保するための体制 

 取締役会は、コンプライアンスについての基本方針を定め、全取締役はコンプライアンスが企業活動の前

提であることを確認することとしております。 

 取締役会は、コンプライアンス体制の確立のためコンプライアンス・マニュアルを整備し、コンプライア

ンス担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。 

 コンプライアンス担当取締役は、コンプライアンスを実践していくためのコンプライアンス・プログラム

を策定し、その業務執行状況について、取締役会、監査役会に定期的に報告することとしております。 

 取締役会は、全役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすようにコンプライ

アンス・マニュアルに基づいて誠実に努力しております。 

ロ．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役会は、重要な意思決定及び報告に関する情報を管理するため、文書管理規程及び稟議規程に従い、

文書及び電磁的媒体に記録し、10年間保存することとしております。 

 取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとし、法令と良識に従い誠実に職務を遂行

するよう努めております。 

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 取締役会は、当社が管理すべきリスクについて、リスク管理規程に基づくリスクカテゴリー毎の責任者を

定め、リスクを具体的に分類、評価、管理、検証し、当社全体のリスク管理体制を実行化することとしてお

ります。監査部は、部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告しており

ます。 

ニ．取締役の職務執行の効率性を確保するための体制 

 社外取締役を除く取締役で構成される経営会議を設置し、経営計画、予算、重要事項、その他経営全般に

関する基本方針等について取締役会への付議に先立って協議を行うこととしております。 

 取締役会の決定に基づいて、業務の執行に専念する執行役員を任命し、業務執行の効率化をはかることと

しております。 

ホ．従業員の職務執行の法令及び定款への適合性を確保するための体制 

 取締役会は、コンプライアンスについての基本方針を定め、繰り返しその精神を全従業員に伝えることに

より、コンプライアンスが企業活動の前提であることを徹底させております。 

 具体的には、コンプライアンス・プログラムに基づき、コンプライアンス・アワー、外部研修等による従

業員のコンプライアンス教育を徹底しております。 

 コンプライアンス部は、内部監査によりコンプライアンス上の問題の有無の調査を行っております。ま

た、社内の不正・違反行為に関する「通報相談窓口」を設置し、通報内容の調査を行い、適切な措置をとる

こととしております。 

ヘ．企業集団における業務適正を確保するための体制 

 当社は、企業集団を形成しておりません。 

ト．監査役の職務を補助する従業員についての体制及びその独立性 

 監査役は、従業員に対して監査役の職務の補助を行うよう命令できるものとし、監査役より必要な命令を

受けた従業員は、その命令に関しては、監査役以外の者から指揮命令を受けないものとしております。 

 監査役は、監査役の職務の補助に従事した従業員の異動・考課に関する意見を人事担当取締役に対して述

べることができることとしております。 



チ．取締役・従業員の監査役への報告体制 

 取締役は、次に該当する事項を監査役に報告しなければならないこととしております。 

 ①重大な法令・定款違反②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項③毎月の経営状況として重要な事項

④コンプライアンス部が実施した監査結果⑤リスク管理の状況⑥内部通報制度に基づき通報された内容⑦そ

の他コンプライアンス上重要な事項について、また、従業員は、①又は②に関する重大な事実を発見した場

合には監査役に直接報告することができるものとしております。 

リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制 

 監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催することとしております。

(2) リスク管理体制の整備の状況 

 当社のリスク管理体制は、リスクの多様化・高度化とともに専門性が必要とされることから、リスク管理規程に

基づき当社が管理すべきリスクの所在と種類を明確化したうえで、各々のリスク毎に管理方法を定め、各部署が分

担して管理する体制とし、内部管理統括責任者がリスク全般を管理統括しております。 

 リスクに関する重要事項の審議決定については、取締役会がその権限を経営会議に委譲し、報告を受けることに

より急激な環境変化等に機動的に対応しております。 

(3) 役員報酬の内容 

(4) 監査報酬の内容 

(5) 内部監査及び監査役監査の状況 

 監査役監査については、監査役３名により部店臨店業務監査を実施しております。また監査役はコンプライアン

ス部が行う内部監査結果の講評に出席し、業務活動の実態把握とチェックに努めております。なお、内部監査のう

ち臨店検査、営業考査等につきましては、日本クリアリングサービス㈱と監査関連業務委託契約を締結し、外部機

関による監査を実施しております。 

(6) 会計監査の状況 

① 会計監査人は、監査を効率的に実施する観点から監査役及び社内関連部署等と連携しつつ内部統制の状況等に

ついて把握するとともにその有効性を評価し、監査役会へ報告しております。監査役と会計監査人は、監査役

監査方針、監査計画の概要と会計監査方針・監査計画を相互に説明し、各監査の実施状況及び結果について、

意見聴取・協議を定期的に実施しております。また、会計監査人の部店往査時には監査役も同行しておりま

す。 

② 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

③ 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ３名 

会計士補  ４名 

(7) 責任限定契約の内容の概要 

 当社と社外取締役並びに社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損倍賠償責任の限度額は、法令が定める額としておりま

す。 

取締役に対する年間報酬総額 220百万円 （うち社外取締役 ― 百万円） 

監査役に対する年間報酬総額 17百万円 （うち社外監査役  ９百万円） 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 16百万円 

上記以外の報酬 5百万円 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数 

指定社員 

業務執行社員 

石原 良一 
新日本監査法人 

― 

出口 賢二 ― 



(8) その他 

 当社は、企業経営及び日常業務に関して複数の法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするため必

要に応じて専門的立場からの助言を受ける体制をとっております。 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」（平成10年総理府

令・大蔵省令第32号）及び「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠し

て作成しております。 

 なお、第47期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

48期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第47期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）及び第48期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人の監

査を受けております。 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第47期 

(平成18年３月31日) 
第48期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

(資産の部)              

流動資産              

現金・預金     514     445  

預託金     12,276     7,491  

信用取引資産     15,456     19,862  

信用取引貸付金   15,334     19,763    

信用取引借証券担保金   121     99    

短期差入保証金     60     30  

前払費用     8     27  

未収収益     197     198  

繰延税金資産     173     34  

その他の流動資産     80     165  

貸倒引当金     △5     △5  

流動資産計     28,762 97.3   28,249 96.8 

固定資産              

有形固定資産 ※1   184 0.6   249 0.9 

建物   114     151    

器具・備品   52     56    

土地   17     17    

建設仮勘定   ―     23    

無形固定資産     23 0.1   61 0.2 

商標権   ―     5    

ソフトウェア   9     27    

電話加入権   14     13    

その他   0     14    

投資その他の資産     585 2.0   622 2.1 

投資有価証券 ※2 334     330    

出資金   1     1    

従業員長期貸付金   8     12    

長期差入保証金   228     268    

長期前払費用   10     8    

長期未収入金   1     0    

その他   0     0    

貸倒引当金   △0     △0    

固定資産計     793 2.7   932 3.2 

資産合計     29,556 100.0   29,181 100.0 

 



   
第47期 

(平成18年３月31日) 
第48期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

(負債の部)              

流動負債              

信用取引負債 ※2   4,870     9,317  

信用取引借入金   4,582     9,117    

信用取引貸証券受入金   288     199    

預り金     7,177     4,490  

 顧客からの預り金   6,838     4,320    

 その他   338     170    

受入保証金     1,616     1,337  

前受収益     0     0  

未払金     75     29  

未払費用     252     138  

未払法人税等 ※3   1,245     18  

役員賞与引当金     118     ―  

流動負債計     15,356 52.0   15,333 52.5 

固定負債              

繰延税金負債     2     1  

退職給付引当金     96     96  

長期未払金     136     26  

その他の固定負債     8     4  

固定負債計     245 0.8   129 0.5 

特別法上の準備金              

証券取引責任準備金 ※5   62     62  

特別法上の準備金計     62 0.2   62 0.2 

負債合計     15,664 53.0   15,525 53.2 

 



   
第47期 

(平成18年３月31日) 
第48期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

(資本の部)              

資本金 ※4   5,954 20.2   ― ― 

資本剰余金              

資本準備金   5,056     ―    

資本剰余金合計     5,056 17.1   ― ― 

利益剰余金              

利益準備金   86     ―    

任意積立金              

別途積立金   984     ―    

当期未処分利益   1,805     ―    

利益剰余金合計     2,876 9.7   ― ― 

その他有価証券評価差額金     4 0.0   ― ― 

資本合計     13,891 47.0   ― ― 

負債・資本合計     29,556 100.0   ― ― 

 



   
第47期 

(平成18年３月31日) 
第48期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）               

株主資本               

資本金     ― ―   5,954 20.4 

資本剰余金               

資本準備金   ―     5,056     

資本剰余金合計     ― ―   5,056 17.3 

利益剰余金               

利益準備金   ―     86     

その他利益剰余金               

任意積立金   ―     984     

繰越利益剰余金   ―     1,571     

利益剰余金合計     ― ―   2,643 9.1 

株主資本合計     ― ―   13,654 46.8 

評価・換算差額等               

その他有価証券評価 
差額金 

    ― ―   1 0.0 

評価・換算差額等合計     ― ―   1 0.0 

純資産合計     ― ―   13,656 46.8 

負債・純資産合計     ― ―   29,181 100.0 



②【損益計算書】 

   
第  47  期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第  48  期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

営業収益              

受入手数料     4,698     2,154  

委託手数料   3,966     1,888    

引受け・売出し手数料   435     22    

募集・売出しの取扱手数
料 

  220     166    

その他   74     77    

トレーディング損益 ※1   1,028     702  

金融収益 ※2   230     384  

その他の営業収益     392     272  

営業収益計     6,350 100.0   3,514 100.0 

金融費用 ※9   81 1.3   89 2.6 

純営業収益     6,269 98.7   3,424 97.4 

販売費・一般管理費              

取引関係費 ※3 387     336    

人件費 ※4 2,258     1,819    

不動産関係費 ※5 349     492    

事務費 ※6 222     247    

減価償却費   45     48    

租税公課 ※7 56     48    

貸倒引当金繰入れ   ―     0    

その他 ※8 128     102    

販売費・一般管理費計     3,448 54.3   3,097 88.1 

営業利益     2,820 44.4   327 9.3 

営業外収益 ※10   7 0.1   6 0.2 

営業外費用 ※11   94 1.5   2 0.1 

経常利益     2,732 43.0   330 9.4 

特別利益              

投資有価証券売却益   0     ―    

証券取引責任準備金戻入   ―     0    

貸倒引当金戻入   8     ―    

役員退職慰労金戻入   ―     18    

特別利益 計     8 0.1   18 0.5 

特別損失              

固定資産処分損 ※12 44     41    

減損損失 ※13 32     ―    

リース契約解除損   ―     9    

証券取引責任準備金繰入れ   1     ―    

その他   6     ―    

特別損失 計     84 1.3   50 1.4 

税引前当期純利益     2,656 41.8   298 8.5 

法人税、住民税及び事業税 ※14 1,347     10    

法人税等調整額   △112 1,235 19.4 138 149 4.3 

当期純利益     1,421 22.4   149 4.2 

前期繰越利益     383     ―  

当期未処分利益     1,805     ―  



③【株主資本等変動計算書】 

第  48  期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 

任意積立金 
繰越利益剰
余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

5,954 5,056 5,056 86 984 1,805 2,876 13,887 

事業年度中の変動額                

剰余金の配当（注）           △382 △382 △382 

当期純利益           149 149 149 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

                

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

― ― ― ― ― △233 △233 △233 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

5,954 5,056 5,056 86 984 1,571 2,643 13,654 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

4 4 13,891 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △382 

当期純利益     149 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△2 △2 △2 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△2 △2 △235 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

1 1 13,656 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

   
第  47  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

  税引前当期純利益   2,656 298 

  減価償却費   45 48 

  減損損失   32 ― 

  貸倒引当金増減額（△は減少額）   △8 0 

  証券取引責任準備金増減額（△は減少額）   1 △0 

  退職給付引当金増減額（△は減少額）   11 △0 

  役員退職慰労引当金増減額（△は減少額）   △132 ― 

  役員賞与引当金増減額（△は減少額）   △3 △118 

  固定資産処分損   20 32 

  投資有価証券売却益   △0 ― 

  受取利息及び受取配当金   △13 △53 

  新株発行費   46 ― 

  株式公開関連費用   43 ― 

  顧客分別金信託の増減額（△は増加額）   △1,537 2,406 

  トレーディング商品の増減額   608 ― 

  約定見返勘定（資産）の増減額 （△は増加額）   △0 △27 

  約定見返勘定（負債）の増減額 （△は減少額）   △608 ― 

  信用取引資産の増減額（△は増加額）   △3,381 △4,406 

  信用取引負債の増減額（△は減少額）   △3,865 4,446 

  立替金の増減額（△は増加額）   △1 0 

  短期差入保証金の増減額（△は増加額）   △29 30 

  貸付金の増減額（△は増加額）   △8 1 

  預り金の増減額（△は減少額）   1,281 △2,686 

  受入保証金の増減額（△は減少額）   550 △279 

  未払費用の増減額（△は減少額）   79 △107 

  長期未収入金の増減額   1 1 

  長期未払金の増減額（△は減少額）   136 △109 

  その他   △153 △141 

  小計   △4,228 △663 

  利息及び配当金の受取額   13 53 

  株式公開関連費用の支払額   △37 △6 

  法人税等の支払額   △395 △1,256 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △4,648 △1,872 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

  有形及び無形固定資産の売却による収入   ― 0 

  有形及び無形固定資産の取得による支出   △149 △166 

  投資有価証券の売却による収入   0 10 

  投資有価証券の取得による支出   ― △10 

  長期差入保証金の返還による収入   32 7 

  長期差入保証金の差入による支出   △83 △46 

  長期貸付金による支出   △8 △9 

  その他   △0 2 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △208 △213 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

  株式の発行による収入   7,875 ― 

  配当金の支払額   △350 △377 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   7,524 △377 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△）   2,667 △2,462 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   2,107 4,775 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高   4,775 2,312 



⑤【利益処分計算書】 

（注）第47期配当金 １株につき6,000円 

内訳：普通配当   5,000円 

   上場記念配当 1,000円 

   
第47期 

株主総会承認年月日 
平成18年６月29日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

当期未処分利益     1,805 

利益処分額      

 配当金   （注）382 382

次期繰越利益     1,422 



重要な会計方針 

項目 
第  47  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

1. トレーディングに関する

有価証券等の評価基準及

び評価方法 

トレーディング商品（売買目的有価証

券）及びデリバティブ取引等について

は、時価法（売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。 

同   左 

2. トレーディング関連以外

の有価証券等の評価基準

及び評価方法 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

時価をもって貸借対照表価額とし、取

得原価（移動平均法により算定）との

評価差額を全部資本直入する方法によ

っております。 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

時価をもって貸借対照表価額とし、取

得原価（移動平均法により算定）との

評価差額を全部純資産直入する方法に

よっております。 

  ・時価のないもの 

移動平均法による原価法によっており

ます。 

・時価のないもの 

 同   左 

3. 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は下記のとおり

であります。 

(1) 有形固定資産 

同   左 

  建物      ８年～50年 

器具及び備品  ４年～15年 

 

  (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、

ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

(2) 無形固定資産 

同   左 

4. 繰延資産の処理方法 ・新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

― 

  

 



項目 
第  47  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

5. 引当金及び準備金の計上

基準 

(1) 貸倒引当金 

貸付金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については、貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を検討

し回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同   左 

  (2) 役員賞与引当金 

定時株主総会での承認を条件に支給

される役員賞与に備えるため、当期

発生額を計上しております。 

(2) 役員賞与引当金 

同   左 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）」（日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第13号平成11

年9月14日）に定める簡便法に基づき

自己都合退職による期末要支給額の

100％を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同   左 

  (4) 証券取引責任準備金 

証券事故による損失に備えるため、

証券取引法第51条及び「証券会社に

関する内閣府令」第35条の定めると

ころにより算出した額を計上してお

ります。 

(4) 証券取引責任準備金 

同   左 

6. リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同   左 

7. キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資を資金の範囲としておりま

す。 

同   左 

8. その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同   左 



会計処理の変更 

追加情報 

第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年

12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は13,656百万円で

あります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当事業年度より「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第８号平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号平成18年５月31日）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（役員退職慰労引当金） 

役員退職慰労引当金については従来内規に基づき算出し

た要支給額を計上しておりましたが、経営改革の一環と

して役員の報酬体系の見直しを行い平成17年６月28日開

催の第46期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労

金制度を廃止しました。これにより、貸借対照表に計上

しておりました「役員退職慰労引当金」の前事業年度末

残高と制度廃止までの必要額の合計額を「長期未払金」

に振替えております。 

（スプレッド方式による新株発行） 

平成18年３月５日付有償一般募集による新株式の発行

は、引受証券会社が引受価額で買取引受を行い、これを

引受価額と異なる募集価額（発行価格）で一般投資家に

販売するスプレッド方式によっております。 

スプレッド方式では募集価額（発行価格）と引受価額と

の差額が、引受証券会社に対する事実上の引受手数料と

なることから、当社から引受証券会社への引受手数料の

支払はありません。当該新株発行に係る募集価額（発行

価格）の総額と引受価額の総額との差額は578百万円であ

り、引受価額と同一の発行価格で一般投資家に販売する

従来の方式であれば、新株発行費として処理されていた

ものであります。 

このため、従来の方式によった場合に比べ、新株発行費

の額と資本金及び資本準備金合計額はそれぞれ578万円少

なく、経常利益及び税引前当期純利益は同額多く計上さ

れております。 

 ― 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第  47  期 
（平成18年３月31日） 

第  48  期 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額 

  百万円

建物 102 

器具・備品 61 

計 163 

  百万円

建物 105 

器具・備品 65 

計 170 

※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況 

被担保債務 担保に供されている資産 

科目 
期末残高 
(百万円) 

投資有 
価証券 
(百万円) 

保管有 
価証券 

(百万円) 

計 
(百万円) 

信用取引借入金 4,582 ― ― ― 

短期借入金 ― 316 ― 316 

計 4,582 316 ― 316 

被担保債務 担保に供されている資産 

科目 
期末残高 
(百万円) 

投資有 
価証券 

(百万円) 

保管有 
価証券 
(百万円) 

計 
(百万円) 

信用取引借入金 9,117 ― ― ― 

短期借入金 ― 316 ― 316 

計 9,117 316 ― 316 

（注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上額によって

おります。 

２．保管有価証券は貸借対照表に計上しておりま

せん。 

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券

を信用取引借入金の担保として3,310百万円、

保管有価証券116百万円を先物取引売買証拠金

の代用として差入れております。 

（注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上額によって

おります。 

２．保管有価証券は貸借対照表に計上しておりま

せん。 

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券

を信用取引借入金の担保として5,097百万円、

保管有価証券19百万円を先物取引売買証拠金

の代用として差入れております。 

担保として差入れた又は受入れた有価証券の時価額は以

下のとおりであります。 

担保として差入れた又は受入れた有価証券の時価額は以

下のとおりであります。 

項目 
金額 

(百万円) 

差入れた有価証券  

信用取引貸証券 306 

信用取引借入金の本担保証券 4,728 

受入れた有価証券  

信用取引貸付金の本担保証券 15,110 

信用取引借証券 126 

受入証拠金代用有価証券 116 

受入保証金代用有価証券 16,583 

項目 
金額 

(百万円) 

差入れた有価証券  

信用取引貸証券 205 

信用取引借入金の本担保証券 9,035 

受入れた有価証券  

信用取引貸付金の本担保証券 18,716 

信用取引借証券 102 

受入証拠金代用有価証券 19 

受入保証金代用有価証券 13,738 

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 ※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 

法 人 税 826 百万円 

住 民 税 175 

事 業 税 243 

計 1,245 

住 民 税 3 百万円 

事 業 税 15 

計 18 

 



第  47  期 
（平成18年３月31日） 

第  48  期 
（平成19年３月31日） 

※４．資本金 ― 

授権株式数      

普通株式 186,880 株 

発行済株式総数      

普通株式 63,720 株 

・平成17年８月１日付で株式100株を１株に併合を

行っております。 

・平成18年３月５日付で17,000株の公募新株式の

発行を行っております。 

 

※５．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、次のとおりであります。 

証券取引責任準備金   証券取引法第51条 

※５．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、次のとおりであります。 

同   左 

 ６．有価証券の時価評価により純資産が４百万円増加

しております。なお、当該金額は商法施行規則第

124条第３号の規定により、配当に充当することを

制限されております。 

 ― 

― ７．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

金融機関４行と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これらの契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

なお、前事業年度における借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
3,125

百万円 

借入実行残高  ― 

差引額  3,125 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
1,125

百万円 

借入実行残高  ― 

差引額  1,125 



（損益計算書関係） 

第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳 

区分 
実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円）

計 
（百万円）

株券等トレーディング損益 47 ― 47 

債券等・その他のトレーデ
ィング損益 

981 ― 981 

  債券等トレーディング
損益 

981 ― 981 

 
その他のトレーディン
グ損益 

― ― ― 

計 1,028 ― 1,028 

区分 
実現損益 

（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

計 
（百万円）

株券等トレーディング損益 3 ― 3 

債券等・その他のトレーデ
ィング損益 

699 ― 699 

  債券等トレーディング
損益 

699 ― 699 

 
その他のトレーディン
グ損益 

― ― ― 

計 702 ― 702 

※２．金融収益の内訳 ※２．金融収益の内訳 

    百万円

信用取引収益 217  

受取配当金・受取債券利子 11  

受取利息・その他 2  

計 230  

    百万円

信用取引収益 330  

受取配当金・受取債券利子 42  

受取利息・その他 10  

計 384  

※３．取引関係費の内訳 ※３．取引関係費の内訳 

    百万円

支 払 手 数 料 59  

取 引 所 ・ 協 会 費 71  

通 信 ・ 運 送 費 133  

旅 費 ・ 交 通 費 72  

広 告 宣 伝 費 12  

交 際 費 38  

計 387  

    百万円

支 払 手 数 料 30  

取 引 所 ・ 協 会 費 48  

通 信 ・ 運 送 費 136  

旅 費 ・ 交 通 費 69  

広 告 宣 伝 費 13  

交 際 費 37  

計 336  

※４．人件費の内訳 ※４．人件費の内訳 

    百万円

報 酬 ・ 給 料 1,927  

福 利 厚 生 費 174  

役員賞与引当金繰入れ 118  

退職給付費用 38  

計 2,258  

    百万円

報 酬 ・ 給 料 1,621  

福 利 厚 生 費 161  

退職給付費用 37  

計 1,819  

※５．不動産関係費の内訳 ※５．不動産関係費の内訳 

    百万円

不 動 産 費 240  

器 具 ・ 備 品 費 108  

計 349  

    百万円

不 動 産 費 371  

器 具 ・ 備 品 費 121  

計 492  

 



第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※６．事務費の内訳 ※６．事務費の内訳 

    百万円

事務委託費 170  

事務用品費 51  

計 222  

    百万円

事務委託費 192  

事務用品費 54  

計 247  

※７．租税公課の内訳 ※７．租税公課の内訳 

    百万円

印紙税 1  

事業所税 4  

固定資産税 1  

控除対象外消費税等 2  

事業税（外形標準課税） 44  

その他 1  

計 56  

    百万円

印紙税 0  

事業所税 5  

固定資産税 1  

控除対象外消費税等 1  

事業税（外形標準課税） 31  

その他 8  

計 48  

※８．その他の内訳 ※８．その他の内訳 

    百万円

教育研修、従業員採用費 65  

図書新聞費 12  

水道光熱費 22  

会議費・会費 4  

証券事故損 2  

その他 21  

計 128  

    百万円

教育研修、従業員採用費 42  

図書新聞費 6  

水道光熱費 24  

会議費・会費 4  

証券事故損 4  

その他 19  

計 102  

※９．金融費用の内訳 ※９．金融費用の内訳 

信用取引費用 81 百万円 信用取引費用 83 百万円

支払利息 6  

計 89  

※10．営業外収益 

 営業外収益の主な内容は、為替差益４百万円、

雑益２百万円であります。 

※10．営業外収益 

 営業外収益の主な内容は、為替差益２百万円、

雑益３百万円であります。 

※11．営業外費用 

 営業外費用の主な内容は、繰延資産（新株発行

費）償却費46百万円、株式公開関連費用43百万円

等であります。 

※11．営業外費用 

 営業外費用の主な内容は、遊休資産の管理費２

百万円等であります。 

※12．固定資産処分損 

 店舗統廃合に伴う除却等によるものでありま

す。 

※12．固定資産処分損 

 店舗増床によるレイアウト変更等に伴う除却等

によるものであります。 

 



第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※13．減損損失 

 当社は当事業年度において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたしました。 

― 

場所 用途 種類 
減損損失 
金額 

（百万円）

神戸市灘区 遊休資産 
土地 24 

建物 8 

合計 32 

 

 当社は、営業用店舗につきましては店舗毎に継

続的な収支の把握を行っていることから本店及び

各支店をグルーピングの 小単位としておりま

す。また、賃貸用不動産及び遊休資産につきまし

ては各資産をグルーピングの 小単位としており

ます。上記物件につきましては、店舗の統廃合を

進めたことにより、新たに遊休状態となりました

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に32百万円計上

いたしました。 

 なお、遊休資産の回収可能価額につきまして

は、正味売却価額により測定しており、路線価を

基に実勢価額を加味して測定しております。 

 

※14．法人税、住民税及び事業税 ※14．法人税、住民税及び事業税 

法人税 928 百万円

住民税 199  

事業税 219  

計 1,347  

法人税 2 百万円

住民税 7  

事業税 0  

計 10  



（株主資本等変動計算書関係） 

第48期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(注）１株当たり配当額は普通配当5,000円、株式上場記念配当1,000円であります。 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
前事業年度末株式数 
（株） 

当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数 
（株） 

発行済株式        

普通株式 63,720 ― ― 63,720 

合計 63,720 ― ― 63,720 

自己株式        

普通株式 ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 382 (注）6,000  平成18年３月31日 平成18年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 318 利益剰余金 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） 

    百万円

現金・預金勘定 514  

預託金勘定 12,276  

預入期間が３か月を超える預金・

預託金 

△239  

顧客分別金信託 △7,777  

現金及び現金同等物 4,775  

    百万円

現金・預金勘定 445  

預託金勘定 7,491  

預入期間が３か月を超える預金・

預託金 

△253  

顧客分別金信託 △5,370  

現金及び現金同等物 2,312  



（リース取引関係） 

第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  器具・備品 

取得価額相当額 55 百万円 

減価償却累計額相当額 20 

期末残高相当額 34 

  器具・備品 

取得価額相当額 60 百万円 

減価償却累計額相当額 27 

期末残高相当額 32 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

1年内 10 百万円 

1年超 25 

合計 35 

1年内 11 百万円 

1年超 21 

合計 33 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 9 百万円 

減価償却費相当額 9 

支払利息相当額 0 

支払リース料 12 百万円 

減価償却費相当額 11 

支払利息相当額 1 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同   左 



（有価証券及びデリバティブ取引の状況） 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

1. トレーディングに係るもの 

(1) トレーディングの状況に関する事項 

①トレーディングの内容、取組方針及び利用目的 

当社が行うトレーディング業務は、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するため、主として

顧客との取引から発生しております。取扱商品は①株式や債券などの商品有価証券②株価指数先物・債券先

物やこれらのオプション取引といった取引所取引の金融派生商品③先物外国為替取引など取引所取引以外の

金融派生商品の3種類に大別されます。 

②トレーディングに係るリスクの内容(市場リスク・信用リスク) 

トレーディングに伴って発生し、当社の財務状況に影響を与えるリスクとしては、主としてマーケットリス

クと取引先リスクがあります。マーケットリスクは、株式、金利、為替等の市場価格が変動することによっ

て発生するリスクであり、取引先リスクは、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生するリスク

で、リスク額の正確な把握が重要であると考えております。 

③トレーディングに係るリスクの内容(管理方針・管理規程・管理部署の状況等) 

当社のリスク管理の基本は、財務状況に合わせたリスクを適切にコントロールすることにあります。そのた

め、当社は取締役会において運用の基本方針を定め、トレーディング部門では、その運用基本方針等に沿っ

た社内管理規程に基づき取引を行い、さらに売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において

市場リスク、信用リスクに対するリスク管理をすることになっております。 

(2) 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

2. トレーディングに係るもの以外 

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 



(3) その他有価証券で時価のあるもの 

(4) 当事業年度中に売却したその他有価証券 

(5) 時価評価されていない有価証券 

①満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

②子会社株式及び関連会社株式 

該当事項はありません。 

③その他有価証券 

(6) その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額 

該当事項はありません。 

区分 
取得原価 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの      

① 株 式 3 10 7 

② 債 券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 3 10 7 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの      

① 株 式 ― ― ― 

② 債 券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 3 10 7 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

0 0 ― 

内容 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 324 



(7) デリバティブ取引の状況に関する事項 

1．取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 

2．取引に対する取組方針 

 外貨建営業取引上発生する為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

3．取引の利用目的 

 為替予約取引は、外貨建営業取引上発生する外貨建金銭債権債務等に係る為替相場の変動によるリスクを

軽減することを目的として利用しており、ヘッジ会計を適用しております。 

4．取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引は信用度の高い大手銀行と取引していることから、契約履行上のリスクは極めて軽微と判断

しております。 

5．取引に係るリスク管理体制 

 営業サポート部市場課で為替予約の必要額を集計し、経理部において実需に基づく取引であることを確認

しております。 

 また、計数的なリスク管理はリスク管理規程に従い、証券会社の自己資本規制比率に関する内閣府令によ

って係数を経理部にて算定し、取締役会に対して毎月報告しております。 

(8) 取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。 



当事業年度（平成19年３月31日現在） 

1. トレーディングに係るもの 

(1) トレーディングの状況に関する事項 

①トレーディングの内容、取組方針及び利用目的 

当社が行うトレーディング業務は、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するため、主として

顧客との取引から発生しております。取扱商品は①株式や債券などの商品有価証券②株価指数先物・債券先

物やこれらのオプション取引といった取引所取引の金融派生商品③先物外国為替取引など取引所取引以外の

金融派生商品の3種類に大別されます。 

②トレーディングに係るリスクの内容(市場リスク・信用リスク) 

トレーディングに伴って発生し、当社の財務状況に影響を与えるリスクとしては、主としてマーケットリス

クと取引先リスクがあります。マーケットリスクは、株式、金利、為替等の市場価格が変動することによっ

て発生するリスクであり、取引先リスクは、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生するリスク

で、リスク額の正確な把握が重要であると考えております。 

③トレーディングに係るリスクの内容(管理方針・管理規程・管理部署の状況等) 

当社のリスク管理の基本は、財務状況に合わせたリスクを適切にコントロールすることにあります。そのた

め、当社は取締役会において運用の基本方針を定め、トレーディング部門では、その運用基本方針等に沿っ

た社内管理規程に基づき取引を行い、さらに売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において

市場リスク、信用リスクに対するリスク管理をすることになっております。 

(2) 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

2. トレーディングに係るもの以外 

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 



(3) その他有価証券で時価のあるもの 

(4) 当事業年度中に売却したその他有価証券 

(5) 時価評価されていない有価証券 

①満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

②子会社株式及び関連会社株式 

該当事項はありません。 

③その他有価証券 

(6) その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額 

該当事項はありません。 

区分 
取得原価 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの      

① 株 式 3 6 3 

② 債 券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 3 6 3 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの      

① 株 式 ― ― ― 

② 債 券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 3 6 3 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

10 ― ― 

内容 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 324 



(7) デリバティブ取引の状況に関する事項 

1．取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 

2．取引に対する取組方針 

 外貨建営業取引上発生する為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

3．取引の利用目的 

 為替予約取引は、外貨建営業取引上発生する外貨建金銭債権債務等に係る為替相場の変動によるリスクを

軽減することを目的として利用しており、ヘッジ会計を適用しております。 

4．取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引は信用度の高い大手銀行と取引していることから、契約履行上のリスクは極めて軽微と判断

しております。 

5．取引に係るリスク管理体制 

 営業サポート部市場課で為替予約の必要額を集計し、経理部において実需に基づく取引であることを確認

しております。 

 また、計数的なリスク管理はリスク管理規程に従い、証券会社の自己資本規制比率に関する内閣府令によ

って係数を経理部にて算定し、取締役会に対して毎月報告しております。 

(8) 取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。 



（退職給付関係） 

第47期（平成18年３月31日） 第48期（平成19年３月31日） 

1. 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として退職一時金制度及び確

定拠出年金制度を設けております。 

なお、確定拠出年金制度は当事業年度（平成18年１

月）より新たに開始しております。 

1. 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として退職一時金制度及び確

定拠出年金制度を設けております。 

  

2. 退職給付債務に関する事項 2. 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 96 百万円

退職給付引当金 96 百万円

退職給付債務 96 百万円

退職給付引当金 96 百万円

退職給付債務は簡便法により自己都合退職による期末

要支給額の100％を計上しております。 

退職給付債務は簡便法により自己都合退職による期末

要支給額の100％を計上しております。 

3. 退職給付費用に関する事項 3. 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 35 百万円

確定拠出年金への 

掛金支払額 
3 百万円

退職給付費用 38 百万円

勤務費用 23 百万円

確定拠出年金への 

掛金支払額 
14 百万円

退職給付費用 37 百万円



（ストック・オプション等関係） 

第48期（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

 
平成17年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役    ４名 

当社監査役    ３名 

当社従業員   176名 

当社取締役    １名 

当社従業員    ４名 

ストック・オプション数 普通株式   2,500株 普通株式    263株 

付与日 平成17年６月23日 平成17年12月29日 

権利確定条件 

 付与日（平成17年６月23日）以降、

権利確定日（平成19年６月22日）ま

で継続して勤務していること 

 付与日（平成17年12月29日）以降、

権利確定日（平成19年12月28日）ま

で継続して勤務していること 

対象勤務期間 

２年間 

（自 平成17年６月23日 

 至 平成19年６月22日） 

２年間 

（自 平成17年12月29日 

 至 平成19年12月28日）  

権利行使期間 権利確定後５年以内 権利確定後５年以内 

 
平成17年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利確定前        （株）     

前事業年度末 2,431 263 

付与 ― ― 

失効 1,574 208 

権利確定 ― ― 

未確定残 857 55 

権利確定後        （株）     

前事業年度末 ― ― 

権利確定 ― ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 ― ― 

 
平成17年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 54,400 137,000 

行使時平均株価      （円） ― ― 

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― 



２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 該当事項はありません。 

４．財務諸表への影響額 

 該当事項はありません。 



（税効果会計関係） 

第47期（平成18年３月31日） 第48期（平成19年３月31日） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産）    

未払従業員賞与 61 百万円

未払事業税 99 

退職給付引当金超過額 39 

役員退職慰労引当金超過額 55 

固定資産減損損失 23 

証券取引責任準備金超過額 25 

その他 16 

繰延税金資産小計 322 

     

評価性引当額 △149 

繰延税金資産合計 173 

     

（繰延税金負債）    

その他有価証券評価差額金 △2 百万円

繰延税金資産（負債）の純額 170 

（繰延税金資産）    

未払従業員賞与 21 百万円

未払事業税 6 

退職給付引当金超過額 39 

役員退職慰労金未払額 10 

固定資産減損損失 23 

証券取引責任準備金超過額 25 

繰越欠損金 50 

その他 10 

繰延税金資産小計 188 

     

評価性引当額 △154 

繰延税金資産合計 34 

     

（繰延税金負債）    

その他有価証券評価差額金 △1 百万円

繰延税金資産（負債）の純額 33 

   

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 41.0 ％ 

     

（調整）    

評価性引当額の変動 0.8 

留保金に係る課税 2.0 

役員賞与 1.8 

交際費 0.7 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

46.5 ％ 

  

法定実効税率 41.0 ％ 

     

（調整）    

評価性引当額の変動 1.8 

交際費 5.2 

住民税均等割等 4.8 

受取配当金益金不算入 △2.9 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

50.1 ％ 



（持分法損益等） 

該当事項はありません。 



【関連当事者との取引】 

第47期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２. 取引条件は、一般取引と同様に決定しております。 

３. 当社の主要株主川路耕一（当社非常勤取締役）及びその近親者が議決権の78.4％（直接65.8％・間接

12.6％）を保有しております。 

第48期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２. 取引条件は、一般取引と同様に決定しております。 

３. 光陽ビジネスサービス㈱は、当社の主要株主川路耕一（当社非常勤取締役）及びその近親者が議決権の

81.7％（間接）を保有しております。 

４．ＴＯＫＹＯ企業情報㈱は、当社の主要株主川路耕一（当社非常勤取締役）及びその近親者が議決権の69.2％

（直接14.3％、間接54.9％）を保有しております。 

属性 
会社等の名
称 

住所 
資本金又 
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 
（百万円）役員の 

兼任等 
事業上
の関係 

主要株主

（個人）及

びその近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社 

光陽ホール

ディングス

（株） 

東京都 

中央区 
3,800 持株会社 なし 

兼任 

１名 

役務の 

受入 

合同研修費 15 ― ― 

雑誌購読料 5 ― ― 

計 20    

属性 
会社等の名
称 

住所 
資本金又 
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 
（百万円）役員の 

兼任等 
事業上
の関係 

主要株主

（個人）及

びその近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社 

光陽ビジネ

スサービス

（株） 

東京都 

中央区 
10 

ソフトウ

ェアの制

作及び販

売 

なし 
兼任 

１名 

役務の 

受入 

合同研修費 12 ― ― 

雑誌購読料 1 ― ― 

計 14    

ＴＯＫＹＯ

企業情報

（株） 

東京都 

千代田

区 

66 

コンサル

タント業 

Ｍ＆Ａ仲

介 

なし 
兼任 

１名 

役務の 

受入 

Ｍ＆Ａ業務 

仲介 
30 ― ― 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 218,015円72銭 

１株当たり当期純利益金額 29,627円32銭 

潜在株式調整後1株当たり当期

純利益金額 
28,617円49銭 

１株当たり純資産額   214,318円 5銭 

１株当たり当期純利益金額 2,338円92銭 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
2,279円 1銭 

 平成17年8月1日に普通株式100株を１株に併合いたし

ました。 

 なお、当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、それぞれ以下のとおり

となっております。 

前事業年度 

1株当たり純資産額 104,791円96銭 

1株当たり当期純利益金額 29,653円57銭 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

― 円 

 

項   目 
第  47  期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（百万円） 1,421 149 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

（うち利益処分による役員賞与金） （―） （―） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,421 149 

期中平均株式数（株） 47,978 63,720 

     

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額（百万円） ― ― 

普通株式追加数（株） 1,693 1,675 

（うち新株予約権） (1,693) (1,675) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

― ― 



（重要な後発事象） 

第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

― 当社は平成19年６月18日開催の取締役会において、三貴

商事株式会社が運営するオンライン事業の一部承継に関

し「吸収分割契約書」を締結することを決議いたしまし

た。 

  １．会社分割の目的 

 当社は「世界のマーケットに新しい風を」を基本コ

ンセプトに、広くグローバルなマーケットから選りす

ぐった、「旬」で良質な商品・サービスをお客様のニ

ーズにあわせて提供したいと考え、投資信託、外国債

券を中心に品揃えの拡充を進めております。その一方

で、従来から顧客の利便性向上を目的とした販売チャ

ネルの多様化を検討してまいりました。 

 三貴商事株式会社（以下、「三貴商事」）は、東京

金融先物取引所に上場されている取引所為替証拠金取

引「くりっく３６５」での実績があり、店頭為替証拠

金取引（「FX24」）、商品先物取引（「COMパス」）に

ついてもサービスを展開していることから、これらの

取引を取扱う同社のオンライン事業（以下「承継事

業」）を承継することによって、証券、為替、コモデ

ィティが商品ラインナップとして揃い、相乗効果が期

待されることから、当社はこの度三貴商事との吸収分

割契約を締結いたしました。 

  ２．会社分割により承継する事業内容等について 

(1）承継する事業内容 

 オンライン事業 

 ①取引所為替証拠金取引（「くりっく３６５」） 

 ②店頭為替証拠金取引（「FX24」） 

 ③商品先物取引（「COMパス」） 

(2）承継する事業の営業収益 

 1,532百万円（平成19年３月期） 

(3）承継する資産（平成19年３月31日現在） 

資産 
金額 

（百万円）
負債 

金額 

（百万円）

流動資産 29,195 流動負債 29,129 

固定資産 656 固定負債 5 

    引当金 13 

合計 29,851 合計 29,148 

 



第  47  期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第  48  期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   (4）分割した会社の概要 

商号 三貴商事株式会社 

代表者 代表取締役社長  水戸部 茂 

住所 東京都中央区東日本橋一丁目５番６号 

資本金 1,000百万円 

事業内容 商品先物取引業、商品投資販売業 

金融先物取引業 

業績 平成19年３月期 

 

営業収益 7,670 百万円 

経常利益 △1,236 百万円 

当期純利益 △951 百万円 

資産合計 48,093 百万円 

負債合計 36,596 百万円 

純資産合計 11,496 百万円 

  ３．会社分割の形態 

 三貴商事を分割会社、当社を承継会社とし、承継事

業に代わり金銭（26億45百万円）を交付する吸収分割

であります。但し、当該金額は承継事業のシステム投

資に係る債務を当社が承継する場合には減額されるこ

とがあります。 

  ４．割当株式数 

分割による株式の割当は行われない。 

  ５．承継による増加資本金 

該当ありません。 

  ６．分割の日程 

分割契約締結       平成19年６月18日 

分割承認株主総会     平成19年８月22日 

分割予定日（効力発生日） 平成19年10月１日 

  ７．承継会社が承継する権利義務 

 分割の効力発生日時点における承継事業に係る資

産、債務、雇用契約その他の権利義務を原則として承

継いたしますが、効力発生日以降三貴商事が行う対面

取引での商品先物取引及び当社から取次ぎを受ける商

品市場取引の受託を行うために必要な権利義務等は当

社に承継されません。 

  ８．その他 

 本分割は、その実行に必要又は適切な監督官庁又は

取引所の許認可、登録又は届出その他の手続の実行を

条件としてその効力を生じるものといたします。 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

該当事項はありません。 

【その他】 

該当事項はありません。 

投資有

価証券 

その他

有価証

券 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

(株)東京証券取引所 20,000 316 

大阪証券金融(株) 13,000 6 

(株)証券保管振替機構 2 2 

立建設(株) 10,000 2 

(株)自然総研 40 2 

(株)ジャスダック証券取引所 2,000 1 

計 45,042 330 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。 

建物         主として東京支店（現本店）の増床による内装工事等によるものであります。 

器具・備品      主として東京支店（現本店）の備品、情報通信機器取得22百万円及び本店（現大

阪支店）の備品取得４百万円によるものであります。 

建設仮勘定      取引システムに係るハードウェアの初期導入代金であります。 

ソフトウェア     主として信用取引の対応システム20百万円その他によるものであります。 

ソフトウェア仮勘定  取引システムに係るシステムの初期導入代金であります。 

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。 

建物         主として東京支店（現本店）のレイアウト変更による旧設備の除却によるもので

あります。 

資産の種類 
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

当期減価償
却累計額又
は償却累計
額 

当期償却額 
差引当期末
残高 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

有形固定資産                

 建物 217 81   43 256 105 22 151 

 器具・備品 113 27   18 122 65 14 56 

 土地 17 ―   ― 17 ― ― 17 

 建設仮勘定 ― 23   ― 23 ― ― 23 

有形固定資産計 348 131   62 419 170 37 249 

無形固定資産                

 商標権 ― 5   ― 5 ― ― 5 

 ソフトウエア 27 25   7 43 15 7 27 

 電話加入権 14 ―   ― 14 0 0 13 

 ソフトウェア 

 仮勘定 
― 11   ― 11 ― ― 11 

 その他 1 6   2 4 1 2 2 

無形固定資産計 42 48   10 79 18 9 61 

長期前払費用 11 0   1 11 2 2 8 



【社債明細表】 

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注） 平均利率については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

その他の有利子負債        

信用取引借入金 4,582 9,117 0.77 ― 

計 4,582 9,117 ― ― 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 5 5 ― 5 5 

役員賞与引当金 118 ― 118 ― ― 

証券取引責任準備金 62 4 4 ― 62 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

 平成19年３月31日現在における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。なお、附属明細表において

記載しました項目については省略しております。 

① 資産の部 

イ．現金・預金 

ロ．預託金 

ハ．信用取引資産 

区分 金額（百万円） 

現金 1 

預金  

 当座預金 347 

 普通預金 97 

小計 444 

合計 445 

区分 金額（百万円） 

顧客分別金信託 7,300 

東京証券取引所他清算基金 191 

合計 7,491 

区分 金額（百万円） 摘要 

信用取引貸付金 19,763 信用取引に係る顧客の証券買付代金融資額 

信用取引借証券担保金 99 
信用取引により証券金融会社に差し入れて

いる借証券担保金 

合計 19,862  



② 負債の部 

イ．信用取引負債 

ロ．預り金 

ハ．受入保証金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 金額（百万円） 摘要 

信用取引借入金 9,117 
証券金融会社からの貸借取引にかかる借入

金 

信用取引貸証券受入金 199 
顧客の信用取引に係る株式及び証券投資信

託の受益証券の売付代金相当額 

合計 9,317  

区分 金額（百万円） 摘要 

顧客からの預り金 4,320 受託売買に伴う預り金 

その他 170 源泉所得税等の一時的な預り金 

合計 4,490  

区分 金額（百万円） 

信用取引受入保証金 1,323 

先物取引受入証拠金 14 

合計 1,337 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100株券、10株券、１株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 

３月31日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社   証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社   全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社   証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社   全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行う。但し電子公告によることができない事故その

他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行

う。 

公告掲載URL  

http://www.invast.co.jp 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社に親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第47期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(2）臨時報告書 

平成18年12月22日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 

(3）臨時報告書 

平成18年12月28日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 

(4）半期証券報告書  

第48期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月28日関東財務局長に提出 

(5）臨時報告書 

平成19年６月20日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（会社分割の決議）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月29日  

ＫＯＢＥ証券株式会社      

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山本 和夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西田 英樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 出口 賢二  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＫＯＢ

Ｅ証券株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第47期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＫＯＢＥ

証券株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年６月28日  

インヴァスト証券株式会社      

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 石原 良一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 出口 賢二  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインヴ

ァスト証券株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インヴァ

スト証券株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年６月18日開催の取締役会において三貴商事株式会社との「吸収分割

契約書」の承認を決議している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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